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Ⅰ．基本的考え方 

 

Ⅰ－１ 貸金業者の検査・監督に関する基本的考え方 

 

Ⅰ－１－１ 貸金業の検査・監督の目的 

貸金業は、消費者及び事業者の多様な資金需要に利便性の高い融資商品の提供や迅速な審査

等をもって対応することにより、その円滑な資金調達に寄与しており、我が国の金融システム

において、預金という原資の性格上、リスクの高い融資には慎重に対処せざるをえない預金取

扱金融機関の融資を補完する重要な役割を果たしている。 

 

他方、貸金業の利用については、その対価として高い金利が求められ、返済可能性を十分に

考慮しない安易な借入れが多重債務化につながりやすいとの指摘がある。また、貸金業者のビ

ジネスモデルについても、適切な規制や検査・監督を欠く場合には、このようなリスクを利用

者に理解させ債務者の破綻を未然に防止する取組みが不十分なまま、過度な貸付けや債権回収

が行われるおそれがあると指摘されている。 

 

貸金業法（昭和58 年法律第32 号。以下「法」という。）は、このような指摘を踏まえ、多

重債務問題の解決と貸金業の健全化に資する措置を包括的に規定したものであり、県としては、

法に基づき、貸金業者の登録制度、業務規制等を的確に実施し、貸金業者の業務の適正な運営

の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、健全な競争により市場メカニズムが十

分に機能する貸金市場が構築されるよう促し、もって国民経済の適切な運営に資することを検

査・監督の目的とする。 

 

 

Ⅰ－１－２ 貸金業の検査・監督の基本的枠組み 

貸金業の検査・監督に当たっては、貸金業の実態と法に定められた検査・監督の枠組みを十

分に踏まえ、関係機関との連携を図る必要がある。 

 

第一に、貸金業者の監督当局は、その営業所又は事務所（以下「営業所等」という。）の所在

範囲によって国（財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。））又は都道

府県となる一方、資金需要者等はそのような区分にかかわらず全国に拡散し、複数業者を同時

に利用することもありうることから、貸金業の効果的な検査・監督のためには、資金需要者等

から申し立てられた苦情を関連する監督当局に適切に回付する等、国（財務局）及び都道府県

が連携して、検査・監督情報の共有と集約に努める必要がある。 

 

第二に、無登録業者による違法営業は、消費者に多大な被害を及ぼすおそれがあり、登録制

度の根幹にも触れる犯罪行為であって、監督当局としても、その跋扈を看過することはできな

い。また、悪質業者について登録排除の徹底を図ることも重要である。このため、監督当局は、

無登録業者はもとより、悪質登録業者についても、警察当局と適切に連携・協力して、徹底排

除に努める必要がある。 

 

第三に、法は、業務の健全性を担保するため、業務改善命令等の規定を導入し検査・監督権

限を強化するとともに、自主規制機関としての協会制度を設けた。貸金業者の検査・監督に当

たっては、貸金業者の法令等遵守態勢や経営管理態勢等を的確に把握し、自主規制機関である

貸金業協会（以下「協会」という。）との連携及び役割分担の下で、その適切な業務運営の確

保に努める必要 

がある。また、協会に加入していない貸金業者（以下「非協会員」という。）については、加 

入を促すとともに、報告命令や検査権限の活用によりその業務実態の把握に特段の注意をもっ
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て臨み、協会の自主規制規則（協会の定款、業務規程、その他の規則をいう。以下同じ。）に

則った社内規則等（協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役

員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。以下同じ。）の作成・変更命令をはじめとする検

査・監督上の措置を十分に活用して、業務の適正性の確保に努める必要がある。 

 

Ⅰ－２ 事務ガイドライン策定の趣旨 

我が国の貸金業は、その主たる顧客を消費者とするか事業者とするか、また、どの程度のリ

スクの資金需要者等を主たる顧客とするか、さらにクレジットカードやリース等の兼業を行う

か否か、他業者との提携において貸金業を営むか否か等に応じ、種々の業態に分かれて発展し

てきた。また、同一業態内においても、その規模の違いによって機械化、システム化の度合い

や、コスト構造、資金調達状況等も大きく異なっている。しかし、こうした業態等の違いを超

えて、貸金業者が適正なリスクマネーの供給者として我が国経済社会の健全な発展に寄与する

ためには、多様な資金需要に応える利便性向上を追求するのみならず、利用者の安心と信頼を

確保する取組みを強化することが不可欠である。 

 

平成18 年12 月20 日に公布された貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平

成18年法律第115号。以下「改正貸金業法」という。）は、貸金業の規制等に関する法律を抜本

的に改正し、多重債務問題の解決と貸金業の健全化に資する措置を包括的に規定したものであ

るが、金融行政は、ルールに基づく事後チェック型行政を行い、貸金業者に上記の観点からの

自助努力を促すという基本に変わりはない。 

 

ただし、改正貸金業法では、個々の行為規制が強化されたのみならず「業務の適切な運営を

確保するための措置」（法第12 条の2）が義務づけられ、業務改善命令（法第24 条の6 の3）

が規定されるなど、検査・監督行政に当たっては、資金需要者等の利益の保護及び業務の適正

な運営を図るために十分な態勢の確保を貸金業者に求めることとしている。また、改正貸金業

法の規定が全て施行されたこと（以下「完全施行」という。）をもって総量規制及び上限金利引

下げが施行されたが、その円滑な実施も含め、適正な検査・監督に引き続き努める必要がある。 

 

このような状況の下、本事務ガイドラインは、貸金業者の監督行政はどのような視点に立っ

て行うべきか、各種規制の基本的考え方、検査・監督上の着眼点と留意すべき事項、具体的な

検査・監督手法について、体系的に整備するとともに、特に、貸金業者の経営状況や法令等遵

守態勢を把握することが、事後チェック型行政を適切に行うための前提となるため、これらに

ついて着眼点を整理することとした。なお、協会の策定する自主規制規則については、基本的

には、非協会員にも同水準の社内規則等の整備を求めることとなるが、貸金業者の業態や規模

の多様性にかんがみ、必ずしも全ての項目において協会の自主規制規則と一致した内容とする

ことができない可能性もあることから、本事務ガイドラインでは、監督当局が各分野について

社内規則等や内部管理態勢の整備を求める場合の留意点を記載することとした。 

 

なお、本事務ガイドラインに記載されている検査・監督上の評価項目については、貸金業者

の業態等の多様性にかんがみれば、必ずしも、その全てが各々の貸金業者に適用しえない可能

性もあり、機械的・画一的な運用に陥らないように配慮する必要がある。一方、評価項目に係

る機能が形式的に具備されていたとしても、貸金業者の業務の適切性等の確保の観点からは必

ずしも十分とは言えない場合もあることに留意する必要がある。 

 

県は本事務ガイドラインに基づき管轄貸金業者の検査・監督行政を実施するものとする。 
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Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目 

 

Ⅱ－１ 経営管理等 

貸金市場が健全な発展を実現していくためには、貸金業者の経営陣（代表者、取締役会のほ

か代表者等で構成される経営に関する事項を決定する組織等をいう。以下同じ。）が率先して

法令等遵守態勢の整備等に努めるなど、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのない

よう経営を行うことが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、経営陣が健全な業務運営の実現に配慮し、指揮・監督機能を

適切に発揮して、与えられた責務を全うしているか、法令等遵守を重視する企業風土を醸成す

る責任を果たしているかといった観点等に留意するものとする。 

なお、監督に当たっては、貸金業者の自主性を尊重するとともに、貸金業者に対しては専業

規定がなく、業態や規模等が多岐にわたっていることに留意し、当該貸金業者の業務運営の実

態を踏まえて対応する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

①  経営陣は、業務推進や利益拡大といった業績面のみならず、法令等遵守や適正な業務運

営を確保するため、内部管理部門及び内部監査部門の機能強化など、内部管理態勢の確立・

整備に関する事項を経営上の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的

な方針の策定及び周知徹底について、誠実かつ率先して取組んでいるか。 

（注）本事務ガイドラインでいう「内部管理部門」とは、法令及び社内規則等を遵守

した業務運営を確保するための内部事務管理部署、法務部署等をいう。また、「内

部監査部門」とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいい、内部管

理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。 

②  経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じ

た監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保

するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか。 

③  経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査（以下「内部監査」という。）

の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、内部監査部門の機能が十

分に発揮できる態勢を構築しているか。また、内部監査の結果について、改善策を策定・

実施するなど適切な措置を講じているか。 

④  経営陣は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、貸金業

者に対する公共の信頼を維持し、貸金業者の業務の適切性のため不可欠であることを十分

認識し、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」（平成19年６

月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下Ⅱ－１において「政府指針」という。）の内

容を踏まえて決定した基本方針を社内外に宣言しているか。 

さらに、政府指針を踏まえた基本方針を実現するための体制を整備するとともに、定期

的にその有効性を検証するなど、法令等遵守・リスク管理事項として、反社会的勢力によ

る被害の防止を明確に位置付けているか。 

⑤  内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務

を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確

認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。 

⑥ 内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう、被監査部門から独立

した実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。また、原則として内部監査

部門の態勢整備を行うことが必要であるが、貸金業者の規模等を踏まえ、外部監査を導入

する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内部監査に代え外部監査を利用して

も差し支えない。この場合においては、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、

監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。 

なお、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者、又は貸金業の業務に従
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事する者が1 名で且つ当該者が常務に従事する唯一の役員として代表者となっている法人

形態の貸金業者においては、これらの者が法に規定された主任者（法第24 条の25 第1 項

の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。）であることをかんがみ、内部監査

に代わる措置を利用する場合には、以下のような態勢を整備しているか。 

イ． 外部監査を利用する場合は、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査

結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。 

ロ． 協会が、協会に加入している貸金業者（以下、「協会員」という。）に対して行う

監査を利用する場合には、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備している

か。 

ハ． 自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、以下の点を踏まえ、業務の

適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。 

ａ．自己検証を実施するために十分な時間が確保されているか。 

ｂ．自己検証を実施するに際し、別添自己検証リストに基づき自社の社内規則等を参

考に自己検証項目を設定しているか。 

ｃ．自己検証を実施する頻度が少なくとも月１回以上となっているか。 

ｄ．実施した自己検証を記録し、少なくとも３年間保存することとされているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把

握された貸金業者の経営管理等の課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善

策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報

告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法24 条の6 の4 に基づく業務停止命

令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。             

なお、上記（１）⑥ハ．により自己検証を行っている貸金業者に対しては、事業報告書に

当該事業年度に行った自己検証の記録を添付させることとするほか、必要に応じて法第24 条

の6の10 に基づき報告書を徴収することとする。 

 

 

Ⅱ－２ 業務の適切性 

 

Ⅱ－２－１ 法令等遵守（コンプライアンス）態勢等 

貸金業者が貸金市場の担い手としての自らの役割を十分に認識して、法令及び社内規則等を

厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることは、貸金業者に対する資金需要者等から

の信頼を確立することとなり、ひいては貸金市場の健全性を確保する上で極めて重要である。 

（注）本事務ガイドラインでいう「法令及び社内規則等」には、「経営者保証に関するガイ

ドライン」（平成25年12月５日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」が公表し

たものをいう。以下同じ。）が含まれる。 

また、貸金業者は、適正な業務運営を確保する観点から、業務に関して適切な社内規則等を

定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者

（以下「役職員」という。）に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証する必要があ

る。 

なお、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生

かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については協会の

策定する自主規制規則に則った内容が求められる。 

また、本事務ガイドラインの各着眼点に記述されている字義どおりの対応が貸金業者におい
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てなされていない場合であっても、当該貸金業者の規模や特性などからみて、資金需要者等の

利益の保護の観点から、特段の問題がないと認められれば、不適切とするものではない。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）主な着眼点 

①  コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画（コンプライアンス・プログ

ラム）や行動規範（倫理規程、コンプライアンス・マニュアル）等が策定され、定期的又

は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標

（ノルマ）に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方

針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営に

おいて実践されているか。 

②  社内規則等は、協会の自主規制規則に則った内容となっているか。 

③  法令及び社内規則等に則った適切な業務運営が行われているか、不適切な取扱いについ

て速やかに改善しているか。 

④  主任者の機能や主任者の機能の発揮状況について、その評価及びフォローアップが行わ

れているか（Ⅱ－２－８ 貸金業務取扱主任者を参照）。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把

握された貸金業者の法令等遵守態勢の課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び

改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づ

き報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することと

する。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法24 条の6 の4 に基づく業務停止命

令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－２ 顧客等に関する情報管理態勢 

資金需要者等に関する情報については、当該情報が漏えいした場合に、それを無登録貸金業

者が悪用するなど資金需要者等への影響が懸念されるため、その適切な取扱いについては、貸

金業法施行規則（昭和58 年大蔵省令第40 号。以下「施行規則」という。）第10 条の2、第10 

条の3 及び第10 条の4 の規定に加え、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）、

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（以下「保護法ガイドライン」という。）

及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指

針（以下「実務指針」という。）の規定に基づく措置が確保される必要がある。 

 また、クレジットカード情報（カード番号、有効期限等）を含む個人情報（以下「クレジッ

トカード情報等」という。）は、情報が漏えいした場合、不正使用などによるなりすまし購入

など二次被害が発生する可能性が高いことから、厳格な管理が求められる。 

 さらに、貸金業者は、法人関係情報（金融商品取引業等に関する内閣府令第1 条第4 項第14

号）を入手し得る立場であることから、その厳格な管理と、インサイダー取引等の不公正な取

引の防止が求められる。 

 以上を踏まえ、貸金業者は、資金需要者等に関する情報及び法人関係情報（以下「顧客等に

関する情報」という。）を適切に管理し得る態勢を確立することが重要である。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 
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（１）主な着眼点 

①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

  社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客等に関する

情報管理のための方法及び組織体制の確立（部門間における適切なけん制の確保を含む。）

等を具体的に定めているか。特に、情報の当該貸金業者以外の者への伝達については、上

記の法律、保護法ガイドライン及び実務指針の規定に従い手続きが行われるよう十分な検

討を行った上で取扱基準を定めているか。 

 

② 法令等を踏まえた顧客等に関する情報管理に係る実施態勢の構築 

 イ．社内規則の周知・徹底 

  役職員等が社内規則等に基づき、適切に顧客等に関する情報の管理を行うよう、社内研

修等により周知徹底を図っているか。 

  

 ロ．顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点 

 ａ．顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底（アクセス権限を付与された本人以外

が使用することの防止等）、内部関係者による顧客等に関する情報の持ち出しの防止

に係る対策、外部からの不正アクセスからの防御等情報管理システムの堅牢化、営業

所等の統廃合等を行う際の顧客等に関する情報の漏えい等の防止などの対策を含め、

顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢となっているか。 

   また、特定役職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する役職員への管

理・けん制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するため

の適切な措置を図っているか。 

 

ｂ．顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二

次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、当局への報告

及び必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。 

  また、情報漏えい等が発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策が講じられて

いるか。更には、他社における漏えい事故等を踏まえ、類似事例の再発防止のために

必要な措置の検討を行っているか。 

※ 指定信用情報機関より提供を受けた信用情報についてはⅡ―２－１３（１）②

ロ．ｇを参照 

 

ハ．個人情報保護に関する着眼点 

ａ．個人である資金需要者等に関する情報については、施行規則第10 条の2 に基づき、

その安全管理及び役職員の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を

図るために必要かつ適切な措置として以下の措置が講じられているか。 

（安全管理について必要かつ適切な措置） 

・保護法ガイドライン第10 条の規定に基づく措置 

・実務指針Ⅰ及び別添2 の規定に基づく措置 

（役職員の監督について必要かつ適切な措置） 

・保護法ガイドライン第11 条の規定に基づく措置 

・実務指針Ⅱの規定に基づく措置 

ｂ．個人である資金需要者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴につ

いての情報その他の特別の非公開情報（注）を、保護法ガイドライン第6 条第1 項各

号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられているか。 

 

（注）その他特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。 

イ．労働組合への加盟に関する情報 
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ロ．民族に関する情報 

ハ．性生活に関する情報 

    ｃ．クレジットカード情報等については、以下の措置が講じられているか。 

     ・ クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期

間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄しているか。 

         ・ 業務上必要とする場合を除き、クレジットカード情報等をコンピューター画面に表

示する際には、カード番号を全て表示させない等の適切な措置を講じているか。 

・ 独立した内部監査部門において、クレジットカード情報等を保護するためのルール

及びシステムが有効に機能しているかについて、定期的又は随時に内部監査を行っ

ているか。  

 

二．法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点 

ａ．役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止に向け、職業倫理の強化、

関係法令や社内規則の周知徹底等、法令遵守意識の強化に向けた取組みを行っている

か。 

ｂ．法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が当該法人関係情報に関連する有価証

券の売買その他の取引等を行った際には報告を義務付ける等、不公正な取引を防止す

るための適切な措置を講じているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把

握された貸金業者の顧客等に関する情報管理態勢に係る課題等については、上記の着眼点に

基づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条

の6 の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を

把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法24 条の6 の4 に基づく業務停止命

令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。                    

（注）個人情報の取扱いについては、必要に応じて別途、個人情報の保護に関する法律に

基づき、必要な措置をとる場合があることに留意すること。 

 

 

Ⅱ－２－３  外部委託 

貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託（以下「外部委託」という。）するに際しては、施

行規則第10条の5の規定に基づく措置を構築し、外部委託に伴う様々なリスクを的確に管理し、

業務の適切な運営を確保する必要がある。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）主な着眼点 

①  委託先の選定基準や外部委託リスクが顕在化したときの対応などを規定した社内規則等

を定め、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹

底を図っているか。 

②  委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が

確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出な

ど監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。 

③  委託契約によっても当該貸金業者と資金需要者等との間の権利義務関係に変更がなく、

資金需要者等に対しては、当該貸金業者自身が業務を行ったものと同様の権利が確保され
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ていることが明らかとなっているか。 

（注）外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外 

部委託と同視しうる場合や当該外部委託された業務等が海外で行われる場合も含む。 

④  委託業務に関して契約どおりサービスの提供が受けられない場合、貸金業者は顧客利便

に支障が生じることを未然に防止するための態勢を整備しているか。 

⑤ 委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、

委託先に守秘義務が課せられているか。 

⑥  個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場合には、当該委託先の監督

について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置とし

て、保護法ガイドライン第12 条の規定に基づく措置及び実務指針Ⅲの規定に基づく措置

が講じられているか。 

⑦  外部委託先の管理について、責任部署を明確化し、外部委託先における業務の実施状況

を定期的又は必要に応じてモニタリングする等、外部委託先において顧客等に関する情報

管理が適切に行われていることを確認しているか。 

⑧  外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに委

託元に報告される体制になっていることを確認しているか。 

⑨  外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応

じて必要な範囲内に制限しているか。 

その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が

特定されていることを確認しているか。 

さらに、アクセス権限が付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するた

め、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認（権限が付与された本人と実

際の利用者との突合を含む。）が行われている等、アクセス管理の徹底が図られているこ

とを確認しているか。 

⑩  二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分

な監督を行っているかについて確認しているか。また、必要に応じ、再委託先等の事業者

に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。 

⑪  委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の 

連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等により、貸金業者の

貸金業務の外部委託に係る内部管理態勢、貸金業者の外部委託先の業務運営態勢若しくは業 

務運営の適切性に問題があると認められる場合には、貸金業者や外部委託先に対する深度あ

るヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報告書を徴収することに 

より、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

（注）ヒアリングは、委託者である貸金業者を通じて事実関係等を把握することを基本と 

するが、事案の緊急性や重大性等を踏まえ、必要に応じ、外部委託先からのヒアリン 

グを並行して行うことを検討することとする。 

また、外部委託先に対してヒアリングを実施するに際しては、必要に応じ、委託者

である貸金業者の同席を求めるものとする。 
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Ⅱ－２－４ 取引時確認、疑わしい取引の届出 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19 年法律第22 号。以下「犯収法」という。） 

に基づく取引時確認及び疑わしい取引の届出に関する内部管理態勢を構築することは、組織犯

罪による金融サービスの濫用を防止し、我が国金融市場に対する信頼を確保するためにも重要

な意義を有している。貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

（注）取引時確認や疑わしい取引の届出においては、｢犯罪収益移転防止法に関する留意事項に

ついて｣(24年10月金融庁)を参考にすること。 

 

（１）主な着眼点 

①  犯収法に基づく取引時確認を的確に実施するための態勢が整備されているか。 

イ．社内規則等において、取引時確認を行うための社内態勢や手続きが明確に定められて

いるか。また、役職員に対して、その内容について周知徹底を行い、その理解が十分に

図られているか。 

ロ．取引時確認を行うに当たって、生年月日や住所等の資金需要者等の属性を適切に把握

するとともに、本人確認書類の提出等により、その信憑性・妥当性の確認が行われてい

るか。資金需要者等に関して特に問題等が認められた場合、適正に対応・管理を行って

いるか。 

また、資金需要者等から取得した取引時確認情報については、取引の継続的なモニタ

リング等を通じて、その属性の把握に常時努め、最新のものとすることが確保されてい

るか。 

ハ．下記ａ．～ｃ．のような厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引を

行う場合には、顧客の本人特定事項を、通常と同様の方法に加え、追加で本人確認書類

又は補完書類の提示を受ける等、通常の取引よりも厳格な方法で確認するなど、適正に

（再）取引時確認が行われているか。また、資産及び収入の状況の確認が義務づけられ

ている場合について、適正に確認が行われているか。 

ａ．取引の相手方が関連取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑い

がある場合における当該取引 

ｂ．関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いが

ある顧客等との取引 

ｃ．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12 条第２項に定める、犯罪による

収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域

に居住し又は所在する顧客等との取引等 

ニ．資金需要者等の取引時確認に当たって、取引形態（例えば、インターネットによる非

対面取引等）を考慮した措置が講じられているか。 

ホ．役職員の採用に当たって、マネー・ローンダリング対策の適切な実施の観点も含めて

選考が行われているか。 

ヘ．役職員に対して、取引時確認に関する研修・教育が定期的かつ継続的に実施されてい

るか。また、研修等を受けた役職員の理解状況について、日常業務における実践も踏ま

え、評価及びフォローアップが適宜行われているか。 

ト．取引時確認の実施に関して、社内における定期的な点検や内部監査を通じて、その実

施状況を把握・検証し、実施方法の見直しを行う等、その実効性が確保されているか。 

②  犯収法に基づく疑わしい取引の届出を的確に実施するための態勢が整備されている 

か。 

イ．社内規則等において、疑わしい取引の届出を行うための社内態勢や手続きが明確 

に定められているか。また、役職員に対して、その内容について周知徹底を行い、その

理解が十分に図られているか。 

ロ．疑わしい取引の届出に該当するか否かの判断を行うに当たって、貸金業者が取得 
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した取引時確認情報、取引時の状況その他貸金業者が保有している当該取引に係る具体

的な情報を総合的に勘案のうえ、届出の必要性の判断が行われているか。また、その取

引等に関して特に問題等が認められた場合、適正に対応・管理を行っているか。 

ハ．疑わしい取引に該当すると判断された場合には、統括部署において、速やかに当局に

届出を行うこととされているか。 

ニ．疑わしい取引の判断に当たって、資金需要者等の属性等が考慮されているか。 

ホ．役職員の採用に当たって、マネー・ローンダリング対策の適切な実施の観点も含めて

選考が行われているか。 

ヘ．役職員に対して、疑わしい取引の届出に関する研修・教育が定期的かつ継続的に実施

されているか。また、研修等を受けた役職員の理解状況について、日常業務における実

践も踏まえ、評価及びフォローアップが適宜行われているか。 

ト．疑わしい取引の届出に関して、社内における定期的な点検や内部監査を通じて、その

実施状況を把握・検証し、実施方法の見直し等を行う等、その実効性が確保されている

か。 

③  取引時確認と疑わしい取引の届出が相互に関連性を有していることを十分に認識し、取

引時確認の的確な実施により資金需要者等の基礎的な情報を把握し、その上で当該情報及

び資金需要者等の取引態様等を総合的に勘案のうえ判断し、疑わしい取引の届出が行われ

るよう、一体的、一元的な社内体制等が構築されているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把

握された取引時確認、疑わしい取引の届出に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、

原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 

に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握する

こととする。 

更に、顧客管理態勢に不備があるなど資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題が

あると認められるときには、貸金業者に対し、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命

令等を発出するものとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第

24 条の6 の4 に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留

意する事項はⅢ－４－１による）。 

（注）取引時確認の取扱いについては、別途、犯収法に基づき必要な措置をとることがで

きることに留意する。 

 

 

Ⅱ－２－５ 反社会的勢力による被害の防止 

反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要 

な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、企業に 

とって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことである。特に、公共性を有し、経済的 

に重要な機能を営む貸金業者においては、貸金業者自身や役職員のみならず、顧客等の様々な 

ステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢力を金融取引から排除して 

いくことが求められる。 

もとより貸金業者として業務の適切性を確保するためには、反社会的勢力に対して屈するこ

となく法令等に則して対応することが不可欠であり、「企業が反社会的勢力による被害を防止

するための指針について」（平成19 年６月19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）の趣旨を踏

まえ、平素より、反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢整備に取り組む必要がある。 

特に、近時反社会的勢力の資金獲得活動が巧妙化しており、関係企業を使い通常の経済取引

を装って巧みに取引関係を構築し、後々トラブルとなる事例も見られる。こうしたケースにお

いては経営陣の断固たる対応、具体的な対応が必要である。 
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なお、役職員の安全が脅かされる等不測の事態が危惧されることを口実に問題解決に向けた 

具体的な取組みを遅らせることは、かえって貸金業者や役職員自身等への最終的な被害を大き 

くし得ることに留意する必要がある。 

 

（参考）「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」 

（平成19 年６月19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ） 

 

①反社会的勢力による被害を防止するための基本原則 

○組織としての対応 

○外部専門機関との連携 

○取引を含めた一切の関係遮断 

○有事における民事と刑事の法的対応 

○裏取引や資金提供の禁止 

 

②反社会的勢力のとらえ方 

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢

力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動

標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法

的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である（平成23 年12 

月22 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」参照）。 

 

（１）主な着眼点 

反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしま

った場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消す

るための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証につ

いては、個々の取引状況等を考慮しつつ、例えば以下のような点に留意することとする。 

①  組織としての対応 

      反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を踏まえ、担当者や担

当部署だけに任せることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとしている

か。また、貸金業者単体のみならず、貸金業における反社会的勢力との関係遮断のため、

グループ一体となって、反社会的勢力の排除に取り組むこととしているか。さらに、グル

ープ外の他社（信販会社等）との提携により貸付けを行う場合においても、反社会的勢力

の排除に取り組むこととしているか。 

②  反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築 

      反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署（以下「反社会的勢力対応

部署」という。）を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢

が構築され、機能しているか。 

特に、一元的な管理態勢の構築に当たっては、以下の点に十分留意しているか。 

イ．反社会的勢力対応部署において反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析する

とともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新（情報の追

加、削除、変更等）する体制となっているか。また、当該情報の収集・分析等に際して

は、グループ内で情報の共有に努め、業界団体等から提供された情報を積極的に活用し

ているか。さらに、当該情報を取引先の審査や当該貸金業者における株主の属性判断等

を行う際に、適切に活用する体制となっているか。 

ロ．反社会的勢力対応部署において対応マニュアルの整備や継続的な研修活動、警察・暴

力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との平素からの緊密な連携体制の構

築を行うなど、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みの実効性を確保する体制

となっているか。特に、平素より警察とのパイプを強化し、組織的な連絡体制と問題発
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生時の協力体制を構築することにより、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場

合には直ちに警察に通報する体制となっているか。 

ハ．反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなされた場

合等において、当該情報を反社会的勢力対応部署へ迅速かつ適切に報告・相談する体制

となっているか。また、反社会的勢力対応部署は、当該情報を迅速かつ適切に経営陣に

対し報告する体制となっているか。さらに、反社会的勢力対応部署において実際に反社

会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援する体制となっているか。 

③ 適切な事前審査の実施 

反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した

適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底

するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。 

提携ローン（４者型）（注）については、暴力団排除条項の導入を徹底の上、貸金業者

が自ら事前審査を実施する体制を整備し、かつ、提携先の信販会社における暴力団排除条

項の導入状況や反社会的勢力に関するデータベースの整備状況等を検証する態勢となって

いるか。 

（注）提携ローン（４者型）とは、加盟店を通じて顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・

承諾し、信販会社による保証を条件に貸金業者が当該顧客に対して資金を貸付けるローン

をいう。 

④ 適切な事後検証の実施 

     反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、既存の債権や契約の適切な事後検証を

行うための態勢が整備されているか。 

⑤ 反社会的勢力との取引解消に向けた取組み 

イ．反社会的勢力との取引が判明した旨の情報が反社会的勢力対応部署を経由して迅速か

つ適切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもと対応を行うこととしてい

るか。 

ロ．平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し

つつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取

引の解消を推進しているか。 

ハ．事後検証の実施等により、取引開始後に取引の相手方が反社会的勢力であると判明し

た場合には、可能な限り回収を図るなど、反社会的勢力への利益供与にならないよう配

意しているか。 

二．いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には、資金提供や不適

切・異例な取引を行わない態勢を整備しているか。 

⑥  反社会的勢力による不当要求への対処 

イ．反社会的勢力により不当要求がなされた旨の情報が反社会的勢力対応部署を経由して

迅速かつ適切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもと対応を行うことと

しているか。 

ロ．反社会的勢力からの不当要求があった場合には積極的に警察・暴力追放運動推進セン

ター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等が示

している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行うこととしているか。特に、脅迫・暴

力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報を行うこととしているか。 

ハ．反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずると

ともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うこととし

ているか。 

二．反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする

場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに

事実関係を調査することとしているか。 

⑦ 株主情報の管理 
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    定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を確認するなど、株主情報の管理を適切に 

行っているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把握さ

れた反社会的勢力との関係遮断態勢等の課題については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善

策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報告書

を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業

者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・

悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 の規定に基づく厳正な処分につい

て、必要な対応を検討するものとする。 

（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－６ 苦情等への対処（金融ＡＤＲ制度への対応も含む） 

貸金業者が資金需要者等からの相談、苦情、紛争等（以下、「苦情等」という。）に迅速かつ

適切に対応し、資金需要者等の理解を得ようとすることは、資金需要者等に対する説明責任を

事後的に補完する意味合いを持つ重要な活動の一つである。 

また、資金需要者等からの苦情等が当該貸金業者の業務運営に係る問題提起であり、業務改

善や資金需要者等へのサービス向上のために有益な情報であることを認識することも重要であ

る。 

近年、資金需要者等の保護を図り貸金業務（法第2 条第19 項で規定する「貸金業務」を指す。

以下同じ。）への資金需要者等の信頼性を確保する観点から、苦情等への事後的な対処の重要性

はさらに高まっている。 

このような観点を踏まえ、簡易・迅速に苦情処理・紛争解決を行うための枠組みとして金融

ＡＤＲ制度（ＡＤＲについて（注）参照）が導入されており、貸金業者においては、金融ＡＤ

Ｒ制度も踏まえつつ、適切に苦情等に対処していく必要がある。 

（注）ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution） 

訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、

事案の性質や当事者の事情等に応じた迅速・簡便・柔軟な紛争解決が期待される。 

 

貸金業務に関する申出としては、相談のほか、いわゆる苦情・紛争などの資金需要者等から

の不満の表明など、様々な態様のものがありうる。貸金業者には、これらの様々な態様の申出

に対して適切に対処していくことが重要であり、かかる対処を可能とするための適切な内部管

理態勢を整備することが求められる。 

加えて、貸金業者には、金融ＡＤＲ制度において、苦情と紛争のそれぞれについて適切な態

勢を整備することが求められている。 

もっとも、これら苦情・紛争の区別は相対的で相互に連続性を有するものである。特に、金

融ＡＤＲ制度においては、指定ＡＤＲ機関（注）において苦情処理手続と紛争解決手続の連携

の確保が求められていることを踏まえ、貸金業者においては、資金需要者等からの申出を形式

的に「苦情」「紛争」に切り分けて個別事案に対処するのではなく、両者の相対性・連続性を勘

案し、適切に対処していくことが重要である。 

（注）指定ＡＤＲ機関とは、法第2 条第18 項に規定する「指定紛争解決機関」をいう。 

 
 
 
 



14 

 

Ⅱ－２－６－１ 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立 

 

貸金業者は、金融ＡＤＲ制度において求められる措置・対応を含め、資金需要者等から申出

があった苦情等に対し、自ら迅速・公平かつ適切に対処すべく内部管理態勢を整備する必要が

ある。 

また、経営陣は、苦情等対処機能に関する内部管理態勢の確立について、適切に機能を発揮

し、業務の規模・特性に応じて、適切かつ実効性ある態勢を整備する必要がある。 

貸金業者の監督に当たっては、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮しつつ、例えば、

以下の点に留意することが必要である。 

 

（１）主な着眼点 

①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、苦情等に対し迅速・公

平かつ適切な対応・処理を可能とするよう、苦情等に係る担当部署、その責任・権限及び

苦情等の処理手続を定めるとともに、資金需要者等の意見等を業務運営に反映するよう、

業務改善に関する手続を定めているか。 

②  法令等を踏まえた苦情等対処の実施態勢の構築 

イ．社内規則等の周知・徹底 

役職員が社内規則等に基づき、苦情等への対処を適切に行うよう、社内研修等により周

知徹底を図っているか。 

特に資金需要者等からの苦情等が多発している場合には、まず社内規則等(苦情等対処に

関するものに限らない。)の営業所等に対する周知・徹底状況を確認し、実施態勢面の原因

と問題点を検証することとしているか。 

ロ．苦情等対処の実施態勢 

・ 貸金業者は、苦情等への対処に関し、適切に担当者を配置しているか。 

・ 資金需要者等からの苦情等について、関係部署が連携のうえ、速やかに処理を行う態

勢を整備しているか。特に、苦情等対処における主管部署及び担当者が、個々の役職員

が抱える資金需要者等からの苦情等の把握に努め、速やかに関係部署に報告を行う態勢

を整備しているか。 

・ 苦情等の解決に向けた進捗管理を適切に行い、長期未済案件の発生を防止するととも

に、未済案件の速やかな解消を行う態勢を整備しているか。 

・ 苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者

等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段（例えば、電話、手紙、ＦＡＸ、ｅメ

ール等）を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているか。また、これら

受付窓口、申出の方式等について広く公開するとともに、資金需要者等の多様性に配慮 

しつつ分かりやすく周知する態勢を整備しているか。 

・ 苦情等対処に当たっては、個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の

法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に沿った適切な取扱いを

確保するための態勢を整備しているか（「Ⅱ－２－２ 顧客情報の管理」を参照）。 

・ 代理店を含め、業務の外部委託先が行う委託業務に関する苦情等について、貸金業者

への直接の連絡体制を設けるなど、迅速かつ適切に対処するための態勢を整備している

か（「Ⅱ－２－３ 外部委託」を参照）。 

・ 反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、通常の苦情等と区別し、断固た

る対応をとるため関係部署に速やかに連絡し、必要に応じ警察等関係機関との連携を取

った上で、適切に対処する態勢を整備しているか。 

ハ．資金需要者等への対応 

・ 苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明
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態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリ

ングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指している

か。 

・ 苦情等を申し出た資金需要者等に対し、申出時から処理後まで、資金需要者等の特性

にも配慮しつつ、苦情等対処の手続の進行に応じた適切な説明（例えば、苦情等対処手

続の説明、申出を受理した旨の通知、進捗状況の説明、結果の説明等）を必要に応じて

行う態勢を整備しているか。 

・ 申出のあった苦情等について、貸金業者自身において対処するばかりでなく、苦情等

の内容や資金需要者等の要望等に応じ、資金需要者等に対して適切な外部機関等（金融

ＡＤＲ制度において貸金業者が利用している外部機関も含む。）を紹介するとともに、

その標準的な手続の概要等の情報を提供する態勢を整備しているか。 

なお、複数ある苦情処理・紛争解決の手段（金融ＡＤＲ制度を含む）は任意に選択し

うるものであり、外部機関等の紹介に当たっては、資金需要者等の選択を不当に制約す

ることとならないよう留意する必要がある。 

・ 外部機関等（金融ＡＤＲ制度において貸金業者が利用している外部機関も含む。）に

おいて苦情等対処に関する手続が係属している間にあっても、当該手続の他方当事者で

ある資金需要者等に対し、必要に応じ、適切な対応（一般的な資料の提供や説明など資

金需要者等に対して通常行う対応等）を行う態勢を整備しているか。 

ニ．情報共有・業務改善等 

・ 類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、

重要案件と認められた場合、速やかに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、事案に

応じ必要な関係者間で情報共有が図られる態勢を整備しているか。 

・ 苦情等（自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものも含む。）の内

容について、適切かつ正確に記録・保存をするとともに、記録・保存された苦情等に関

する分析を行うことによって、資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善に継

続的に役立てるとともに、苦情等の再発防止策・未然防止策の策定等に継続的に活用す

る態勢を整備しているか。 

ホ．外部機関等（金融ＡＤＲ制度において貸金業者が利用している外部機関も含む。）との

関係 

・ 迅速な苦情等解決を図るべく、外部機関等に対し適切に協力する態勢を整備している

か。 

・ 外部機関等に対して、自ら紛争解決手続の申立てを行う際、自らの手続を十分に尽く

さずに安易に申立てを行うのではなく、資金需要者等からの苦情等の申出に対し、十分

な対応を行い、かつ申立ての必要性につき適切な検討を行う態勢を整備しているか。 

へ．利息制限法に定める制限利率を超える利息・賠償額の支払が約定された債権について、

債務者等又は債務者等であった者から、当該制限利率に基づく引き直し計算による債権 

の減額又は制限利率を超える利息・賠償額の返還を求められた場合に、当該相手方の法

律的知識に十分配慮した上で、可能な限り誠実な対応に努める態勢が整備されているか。 

③  内部管理部門等による実効性確保のための措置 

苦情等対処に関して、内部管理部門等における定期的な点検や内部監査を通じ、その実

施状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、必要に応じて実施方

法等の見直しを行うなど、苦情等対処機能の実効性が確保されているか。 

さらに、苦情等対処の結果を業務運営に反映させる際、業務改善・再発防止等必要な措

置を講じることの判断及び苦情等対処態勢の在り方についての検討及び継続的な見直しに

ついて、経営陣が指揮する態勢が整備されているか。 
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Ⅱ－２－６－２ 金融ＡＤＲ制度への対応 

 

Ⅱ－２－６－２－１ 指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）が存在する場合 

資金需要者等の利益の保護の充実及び貸金業務への資金需要者等の信頼性の向上を図るため

には、貸金業者と資金需要者等との実質的な平等を確保し、中立・公正かつ実効的に苦情等の

解決を図ることが重要である。そこで、金融ＡＤＲ制度において、指定ＡＤＲ機関によって、

専門家等関与のもと、第三者的立場からの苦情処理・紛争解決が行われることとされている。 

なお、金融ＡＤＲ制度においては、苦情処理・紛争解決への対応について、主に貸金業者と

指定ＡＤＲ機関との間の手続実施基本契約（法第2 条第23項に規定する「手続実施基本契約」

をいう。以下同じ。）によって規律されているところである。 

貸金業者においては、指定ＡＤＲ機関において苦情処理・紛争解決を行う趣旨を踏まえつつ、

手続実施基本契約で規定される義務等に関し、適切に対応する必要がある。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）主な着眼点 

貸金業者は、上記意義を踏まえ、金融ＡＤＲ制度への対応に当たり、業務の規模・特性に

応じ、適切かつ実効性ある態勢を整備しているか。なお、「苦情等対処に関する内部管理態勢

の確立」（Ⅱ－２－６－１）における留意点も参照すること。 

①  手続実施基本契約 

・ 自らが営む貸金業務について、指定ＡＤＲ機関との間で、速やかに手続実施基本契約を

締結しているか。 

また、例えば、指定ＡＤＲ機関の指定取消しや新たな指定ＡＤＲ機関の設立などの変動

があった場合であっても、資金需要者等の利便の観点から最善の策を選択し、速やかに

必要な措置（新たな苦情処理措置・紛争解決措置の実施、手続実施基本契約の締結など）

を講じるとともに、資金需要者等へ周知する等の適切な対応を行っているか。 

・ 指定ＡＤＲ機関と締結した手続実施基本契約の内容を誠実に履行する態勢を整備してい

るか。 

②  公表・周知・資金需要者等への対応 

・ 手続実施基本契約を締結した相手方である指定ＡＤＲ機関の商号又は名称、及び連絡先

を適切に公表しているか。公表の方法について、例えば、ホームページへの掲載、ポス

ターの店頭掲示、パンフレットの作成・配布又はマスメディアを通じての広報活動等、

業務の規模・特性に応じた措置をとることが必要である。仮に、ホームページに掲載し

たとしても、これを閲覧できない資金需要者等も想定される場合には、そのような資金

需要者等にも配慮する必要がある。 

・ 手続実施基本契約も踏まえつつ、資金需要者等に対し、指定ＡＤＲ機関による標準的な

手続のフローや指定ＡＤＲ機関の利用の効果（時効中断効等）等必要な情報の周知を行

う態勢を整備しているか。 

 

（２）苦情処理手続・紛争解決手続についての留意事項 

貸金業者が手続実施基本契約により手続応諾・資料提出・特別調停案尊重等の各義務を負

担することを踏まえ、検証に当たっては、例えば、以下の点に留意することが必要である。 

 

①  共通事項 

・ 指定ＡＤＲ機関から手続応諾・資料提出等の求めがあった場合、正当な理由がない限り、

速やかにこれに応じる態勢を整備しているか。 

・ 指定ＡＤＲ機関からの手続応諾・資料提出等の求めに対し拒絶する場合、苦情・紛争の

原因となった部署のみが安易に判断し拒絶するのではなく、組織として適切に検討を実
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施する態勢を整備しているか。また、可能な限り、その判断の理由（正当な理由）につ

いて説明する態勢を整備しているか。 

②  紛争解決手続への対応 

・ 紛争解決委員から和解案の受諾勧告又は特別調停案の提示がされた場合、速やかに受諾

の可否を判断する態勢を整備しているか。 

・ 和解案又は特別調停案を受諾した場合、担当部署において速やかに対応するとともに、

その履行状況等を内部管理部門等が事後検証する態勢を整備しているか。 

・ 和解案又は特別調停案の受諾を拒絶する場合、業務規程（法第41 条の44 第１項で規定
する「業務規程」を指す。）等を踏まえ速やかにその理由を説明するとともに、訴訟提
起等の必要な対応を行う態勢を整備しているか。 

 
 

Ⅱ－２－６－２－２ 指定ＡＤＲ機関が存在しない場合 

金融ＡＤＲ制度においては、指定ＡＤＲ機関が存在しない場合においても、代わりに苦情処

理措置・紛争解決措置を講ずることが法令上求められている。貸金業者においては、これらの

措置を適切に実施し、貸金業務に関する苦情・紛争を簡易・迅速に解決することにより、資金

需要者等の保護の充実を確保し、資金需要者等の信頼性の向上に努める必要がある。貸金業者

の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）主な着眼点 

貸金業者は、苦情処理措置・紛争解決措置を講じる場合、金融ＡＤＲ制度の趣旨を踏まえ、

資金需要者等からの苦情・紛争の申出に関し、業務の規模・特性に応じ、適切に対応する態

勢を整備しているか。 

なお、「苦情等対処に関する内部管理態勢の確立」（Ⅱ－２－６－１）における留意点も参

照すること。 

①  苦情処理措置・紛争解決措置の選択 

イ．自らが営む貸金業務の内容、苦情等の発生状況及び営業地域等を踏まえて、法令で規

定されている以下の各事項のうちの一つ又は複数を苦情処理措置・紛争解決措置として

適切に選択しているか。 

a．苦情処理措置 

・ 苦情処理に従事する役職員の助言・指導を一定の経験を有する消費生活専門相談員

等に行わせること。 

・ 貸金業者自身で業務運営体制・社内規則を整備し、公表等すること。 

・ 貸金業協会を利用すること。 

・ 国民生活センター、消費生活センターを利用すること。 

・ 他の業態の指定ＡＤＲ機関を利用すること。 

・ 苦情処理業務を公正かつ的確に遂行できる法人を利用すること。 

b．紛争解決措置 

・ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に定める認証紛争解決手続を利用す
ること。 

・ 弁護士会を利用すること。 

・ 国民生活センター、消費生活センターを利用すること。 

・ 他の業態の指定ＡＤＲ機関を利用すること。 

・ 紛争解決業務を公正かつ的確に遂行できる法人を利用すること。 

ロ．苦情・紛争の処理状況等のモニタリング等を継続的に行い、必要に応じ、苦情処理措 

置・紛争解決措置について検討及び見直しを行う態勢を整備しているか。 

ハ．苦情処理業務・紛争解決業務を公正かつ的確に遂行できる法人（上記イのａの「苦情

処理業務を公正かつ的確に遂行できる法人」又はｂの「紛争解決業務を公正かつ的確に

遂行できる法人」）を利用する場合、当該法人が苦情処理業務・紛争解決業務を公正かつ
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的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人であること（施行規則第

10 条の6 の2 第1 項第5 号、同条第2 項第4 号に規定する法人をいう。）について、相

当の資料等に基づいて、合理的に判断しているか。 

ニ．外部機関を利用する場合、必ずしも当該外部機関との間において業務委託契約等の締

結までは求められていないが、標準的な手続のフローや、費用負担に関する事項等につ

いて予め取決めを行っておくことが望ましい。 

ホ．外部機関の手続を利用する際に費用が発生する場合について、資金需要者等の費用負

担が過大とならないような措置を講じる等、苦情処理・紛争解決の申立ての障害となら

ないような措置を講じているか。 

②  運用 

苦情処理措置・紛争解決措置の適用範囲を過度に限定的なものとするなど、不適切な運用

を行っていないか。なお、苦情処理措置と紛争解決措置との間で適切な連携を確保している

かについても留意する必要がある。 

 

（２）苦情処理措置（貸金業者自身で態勢整備を行う場合）についての留意事項 

①  消費生活専門相談員等による役職員への助言・指導態勢を整備する場合 

・  定期的に消費生活専門相談員等による研修を実施する等、苦情処理に従事する役職員

のスキルを向上させる態勢を整備しているか。 

・  消費生活専門相談員等との連絡体制を築く等、個別事案の処理に関し、必要に応じ、

消費生活専門相談員等の専門知識・経験を活用する態勢を整備しているか。 

②  貸金業者自身で業務運営体制・社内規則を整備する場合 

・  苦情の発生状況に応じ、業務運営体制及び社内規則を適切に整備するとともに、当該

体制・規則に基づき公正かつ的確に苦情処理を行う態勢を整備しているか。 

・  苦情の申出先を資金需要者等に適切に周知するとともに、苦情処理にかかる業務運営

体制及び社内規則を適切に公表しているか。 

周知・公表の内容として、必ずしも社内規則の全文を公表する必要はないものの、資

金需要者等が、苦情処理が適切な手続に則って行われているかどうか自ら確認できるよ

うにするため、苦情処理における連絡先及び標準的な業務フロー等を明確に示すことが

重要であることから、それに関連する部分を公表しているかに留意する必要がある。 

なお、周知･公表の方法について、Ⅱ－２－６－２－１(1)②を参照のこと。 

（３）苦情処理措置（外部機関を利用する場合）及び紛争解決措置の留意事項 

①  周知・公表等 

・  外部機関を利用する場合、資金需要者等の保護の観点から、例えば、外部機関の名称

及び連絡先等、外部機関に関する情報について資金需要者等への周知・公表を行うこと

が望ましい。 

・  苦情処理・紛争解決の申立てが、地理又は苦情・紛争内容その他の事由により、資金

需要者等に紹介した外部機関の取扱範囲外のものであるとき、又は他の外部機関等（苦

情処理措置・紛争解決措置として貸金業者が利用している外部機関に限らない。）による

取扱いがふさわしいときは、他の外部機関等を資金需要者等に紹介する態勢を整備して

いるか。 

②  手続への対応 

・  外部機関から苦情処理・紛争解決の手続への応諾、事実関係の調査又は関係資料の提

出等を要請された場合、当該外部機関の規則等も踏まえつつ、速やかにこれに応じる態

勢を整備しているか。 

・  苦情処理・紛争解決の手続への応諾、事実関係の調査又は関係資料の提供等の要請を

拒絶する場合、苦情・紛争の原因となった部署のみが安易に判断し拒絶するのではなく、

苦情・紛争内容、事実・資料の性質及び外部機関の規則等を踏まえて、組織として適切

に検討を実施する態勢を整備しているか。また、当該外部機関の規則等も踏まえつつ、
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可能な限り拒絶の理由について説明する態勢を整備しているか。 

・  紛争解決の手続を開始した外部機関から和解案、あっせん案等の解決案（以下、「解決

案」という。）が提示された場合、当該外部機関の規則等も踏まえつつ、速やかに受諾の

可否を判断する態勢を整備しているか。 

・  解決案を受諾した場合、速やかに担当部署において対応するとともに、その履行状況

等を内部管理部門等が事後検証する態勢を整備しているか。 

・  解決案の受諾を拒絶する場合、当該外部機関の規則等も踏まえつつ、速やかにその理

由を説明するとともに、必要な対応を行う態勢を整備しているか。 

 

 

Ⅱ－２－６－２－３ 各種書面への記載 

貸金業者は、各種書面において金融ＡＤＲ制度への対応内容を記載することが、法令上、義

務付けられている（法第16 条の2 に規定する契約締結前の書面等）。それらの書面には、指定

ＡＤＲ機関が存在しない場合は苦情処理措置・紛争解決措置の内容を記載する必要があるが、

例えば、貸金業者が外部機関を利用している場合、当該外部機関（苦情処理・紛争解決にかか

る業務の一部を他の機関に委託等している場合、当該他の機関も含む）の名称及び連絡先など、

実態に即して適切な事項を記載するべきことに留意する。 

 

 

Ⅱ－２－６－３ 監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を通

じて把握された貸金業者の金融ＡＤＲ制度への対応を含む苦情等対処態勢の課題等については、

上記の着眼点に基づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応

じて法第24 条の6 の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業

務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金

業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、

重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止命令等

の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

この点、指定ＡＤＲ機関が存在する場合において、貸金業者に手続応諾義務等への違反・懈

怠等の問題が認められた場合であっても、一義的には貸金業者と指定ＡＤＲ機関との手続実施

基本契約にかかる不履行であるため、直ちに行政処分の対象となるものではなく、当局として

は、貸金業者の対応を全体的・継続的にみて判断を行うものとする。 

なお、一般に資金需要者等と貸金業者との間で生じる個別の紛争は、私法上の契約に係る問

題であり、基本的にＡＤＲや司法の場を含め当事者間で解決されるべき事柄であることに留意

する必要がある。 

 

 

Ⅱ－２－７ 不祥事件に対する監督上の対応 

施行規則第26 条の25 第1 項第4 号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令

に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」（以下「不祥事件」という。）

が発生した場合の監督上の対応については、以下のとおり取り扱うこととする。 

なお、不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲げる行為が該当

する。 

・  貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等 

・  貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為 

・  その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であっ 

て、上記に掲げる行為に準ずるもの 
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（１）主な着眼点  

①  貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の

点を確認するものとする。なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合に

も、同様の取扱いとする。 

イ．社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告 

ロ．刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報 

ハ．独立した部署（内部監査部門等）での不祥事件の調査・解明の実施 

②  不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証を行 

うこととする。 

イ．不祥事件の発覚後の対応は適切か。 

ロ．不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか。 

ハ．不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか。 

ニ．内部牽制機能が適切に発揮されているか。 

ホ．再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行

われているか。 

ヘ．資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か。 

 

 

（２）監督手法・対応 

不祥事件の届出があった場合には、事実関係（当該行為が発生した営業所等、当該行為者

の氏名・職名・職歴（貸金業務取扱主任者である場合にはその旨）、当該行為の概要、発覚年

月日、発生期間、発覚の端緒）、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリン

グを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金

業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－８ 貸金業務取扱主任者 

主任者に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

イ．法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、主任者を適正に設置するための社内規則等

が整備されているか。 

ロ．法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、主任者の果たすべき役割、その権限などを

規定した社内規則等が整備されているか。 

②  主任者の役割等に関する実施態勢の構築 

イ．社内規則等に基づき、主任者の適正な設置及び主任者が適切に助言・指導を行うこと

ができるよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

ロ．主任者を、法令及び社内規則等に則って営業所等ごとに適正に設置するための態勢が

整備されているか。 

（注１）営業所等ごとに設置する主任者数は、法第12条の4第2項の従業者名簿に記載され

るべき従業者の数で除した数が50分の1以上になることに留意すること。 

（注２）施行規則第10条の8に規定する「営業所等において貸金業の業務に従事する者」と
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は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿に記載されるべき従業者数の数と一致す

ることに留意すること。 

ハ．社内規則等に則り、主任者の役割等を適正に確保するための態勢が整備されているか。 

例えば、資金需要者等から苦情の申出があった場合、申出内容を確認の上、当該苦情等

に関係する使用人その他の従業者を指導するなど、主任者が適切に助言・指導を行うこ

とができる態勢が整備されているか。 

③  内部管理部門等における実効性確保のための措置 

主任者の設置や主任者の果たすべき役割、その権限に関して、内部管理部門における定

期的な点検や内部監査を通じ、その状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結

果に基づき、態勢の見直しを行うなど、主任者の適正な設置や主任者の果たすべき役割、

その権限について実効性が確保されているか。 

 

（２）留意事項 

①  施行規則第10条の7第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在

する必要はないが、単に所属する営業所等が１つに決まっていることだけでは足りず、社

会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする。 

②  従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即し

て判断することになるが、勧誘や契約の締結を含む営業、審査、債権の管理・回収及びこ

れらに付随する事務に従事する者であれば雇用関係・雇用形態を問わず、該当すると考え

られる一方、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要

者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。 

③  法第12条の3第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な

死亡や失踪など限定的に解釈されるべきである。会社の都合や定年による退職など会社と

して予見できると思われるものは含まれない。 

④  法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置又は当該営

業所等の廃止などが該当する。 

 

（３）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を

通じて把握された主任者に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善

策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報

告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－９ 禁止行為等 

法第12 条の6（禁止行為）に係る監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要があ

る。 

 

（１）主な着眼点 

①  資金需要者等に虚偽を告げることや不確実な事項について断定的判断を提供することを 

禁止するなど、法第12 条の6 の禁止行為に関し規定した社内規則等を定め、役職員が社内

規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

②  内部管理部門において、社内規則等に基づき、適正な業務が行われているか検証する態

勢が整備されているか。 
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（２）留意事項 

①  法第12 条の6 第1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行

為に該当するかどうかは、個々の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、次の

ような行為を行う場合には、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があ

る。なお、同号から第3 号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭

によるものに限られない。 

イ．資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容に

ついて回答せず、資金需要者等に不利益を与えること 

ロ．資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを

認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること 

②  法第12 条の6 第4 号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止

するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別

の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的 

に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当 

該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは

違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行

為で、不正（違法）な程度にまで達していない行為をいう。 

イ．契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。 

ａ．白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 

ｂ．白地手形及び白地小切手を徴求すること。 

ｃ．印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受

給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 

ｄ．貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求するこ

と。 

ｅ．クレジットカードを担保として徴求すること。 

ｆ．資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項

について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。 

ロ．人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金

銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支払と

は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わない。 

ハ．顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸

付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。 

ニ．貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の

口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求すること。 

ホ．資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識

しながら、契約を締結すること。 

ヘ. 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーシ

ョンを支援する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を

理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結

を拒否すること。 

ト．資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利

となる契約の締結を強要すること。 

 

（３）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件届出等の日常の監督事務を通じて把 

握された貸金業者の業務に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善策

等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報告 

書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 
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更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま 

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１０ 契約に係る説明態勢 

契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するも

のとする。 

 

（１）主な着眼点 

① 法令等を踏まえた社内規則等の整備 

資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観

的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約

（貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下同じ。）に係る説明を行うよ

う、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後

検証が可能となる措置が講じられているか。 

（注）「貸付けの契約に係る説明」とは、貸付けの契約の締結の勧誘時、貸付けの契約締

結時等、取引関係の見直し時等における説明をいう。 

 

②  法令等を踏まえた契約に係る説明態勢の構築 

社内規則等に則り、貸付けの契約に係る説明が的確に実施されているか。例えば、以下

の点に留意する。 

イ．貸付けの契約の締結の勧誘時 

ａ．資金需要者等に対する勧誘状況及び過去の取引状況等について、例えば、顧客カ

ード（勧誘者リスト等、勧誘を行う基となった資料を含む。）を整備し、特に、被

勧誘者から貸付けの契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを 

希望しない旨の意思を含む。）の表示の有無について、明確に記録されているか。 

 

（注１）勧誘者リストの整備においては、Ⅱ－２－１３（１）②ロ．ｇに記載した、

個人信用情報（法第2 条第14 項に規定する個人信用情報をいう。以下同じ。）

の目的外利用に該当しないよう留意すること。 

（注２）「勧誘」とは、電話や戸別訪問に限らず、電子メール、ダイレクトメール
によるものを含む。 

ｂ．資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合

は、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について資金需要者等に確認し、適切に

記録しているか。 

なお、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認が

できない場合には、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて

再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金

業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね３ヶ月間、再勧誘を希望しないと

推定されるものと考えられる。 

ロ．貸付けの契約の締結時等 

ａ．貸付けの契約を締結しようとする場合は、契約内容を口頭で十分に説明すること

になっているか。口頭で十分な説明ができない場合は、例えば顧客等（資金需要者

である顧客又は保証人となろうとする者をいう。以下同じ。）からの電話による問

合せ窓口の設置や説明内容のホームページへの掲載等の補完的手段が講じられて
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いるか。 

貸金業者がインターネット等の口頭での説明が困難である手段を通じて貸付けの
契約を締結する場合には、顧客等が貸金業者のホームページ上に表示される説明事
項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする方法等で、顧客
等が理解した旨を確認することにより、口頭による説明の代替措置が講じられてい
るか。 

ｂ．契約の意思形成のために、資金需要者等の十分な理解を得ることを目的として必
要な情報（商品又は取引の内容及びリスク等）を的確に提供することとし、特に以
下の点に留意しているか。 

・ 保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を十分に理解しうるよう説明を

尽くす（例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリ

スクについて、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務

を履行せざるを得ない事態を想定した説明（注）を行う）とともに、保証人とな

ろうとする者が、十分な時間的余裕を持ってあらかじめ保証契約の内容及びこれ

に伴う危険性について十分理解した上で契約を締結することが可能な態勢とな

っているか。 

 

（注）個別の契約内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、 

例えば、以下の点について十分な説明を行う必要がある。 

・ 保証人は、主たる債務者が債務を履行できない場合には、債務不履行額

に遅延損害金を付した額（特約により主たる債務者が一部の債務不履行に

より残債務の一括返済を行わなければならなくなる場合は当該金額）のう

ちその保証の範囲内の額を支払わなければならなくなるおそれがあること。 

また、経営に実質的に関与していない第三者と保証契約を締結する場合
には、契約締結後、法第19条の２の規定に基づき、主たる債務者の弁済状
況について貸金業者が保存する帳簿により確認することができること。 

・ 経営に実質的に関与していない第三者と根保証契約を締結する場合には、
契約締結後、保証人の要請があれば、定期的又は必要に応じて随時、被保
証債務の残高・返済状況について情報を提供すること。 

・ 保証人は、保証債務を履行できない場合には、強制執行により、財産を

差押えられるおそれがあること。 

・ 連帯保証人は、民法第４５２条に規定する催告の抗弁及び同法４５３条
に規定する検索の抗弁が主張できないことや分別の利益がないことなど、
通常の保証人とは異なること。 

（注）「分別の利益」とは、複数人の保証人が存在する場合、各保証人
は債務額を全保証人に均分した部分（負担部分）についてのみ保証すれ
ば足りるという性質をいう。 

       ・ 中小企業・小規模事業者等の経営者等（以下「経営者等」という。）との

間で保証契約を締結する場合、「経営者保証に関するガイドライン」に基づ

き、以下の点について、主債務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を

行うこととしているか（Ⅱ－２－１２－３（２）参照）。 

（ⅰ）保証契約の必要性  

（ⅱ）原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うも 

のではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が 

定められること。 

（ⅲ）経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直し 

の可能性があること。 

・ 物的担保を徴求する場合、物的担保を提供する者が当該担保契約の内容を十分

に理解しうるよう説明を尽くす（例えば、物的担保権が行使されうる場合等、物

上保証の法的効果とリスクについて説明を行い、特に、物的担保契約の形式的な

内容にとどまらず、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に物的
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担保権が行使されうる事態を想定した説明を行う）など、物的担保契約の内容を

十分理解した上で契約を締結することとなっているか。 

・ いわゆる「おまとめローン」を目的とする契約を締結する場合は、資金需要者

等に対し、完全施行前の法第43 条第1 項のみなし弁済の適用に関する説明を行う

とともに、必要に応じ、消費生活センターなど適切な相談窓口を紹介しているか。 

ハ．取引関係の見直し時等 

ａ． 法第17 条第1 項から第5 項に規定する「重要なものとして内閣府令で定めるも

の」を変更する場合その他債務者等にとって不利となる契約の見直しを行う場合 

契約の変更箇所について説明を行うとともに、これまでの取引関係や、債務者等の

知識、経験及び財産の状況を踏まえ、債務者等の理解と納得を得ることを目的とした

説明態勢が整備されているか。 

ｂ．顧客の要望を謝絶し貸付契約に至らない場合 
これまでの取引関係や、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況に応じ可能な範
囲で、謝絶の理由等についても説明する態勢が整備されているか。 
例えば、長期的な取引関係を継続してきた顧客に係る手形貸付について更なる更

改を謝絶する場合、信義則の観点から顧客の理解と納得が得られるよう、原則とし
て時間的余裕をもって説明することとしているか。 

 ｃ．経営者等から既存の保証契約の解除等の申入れがあった場合 「経営者保証に関す 

るガイドライン」に基づき、真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果につ 

いて主債務者及び保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を行う態勢が整備されてい 

るか（Ⅱ－２－１２－３（２）参照）。  

特に、借り手企業の事業承継時においては、「経営者保証に関するガイドライン」

に基づき、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるので

はなく、必要な情報開示を得た上で、保証契約の必要性等について改めて検討すると

ともに、その結果、保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等について主債

務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的な説明を行う態勢が整備されているか。 

また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実 

質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証契約以外の手段による既存債権 

の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の 

解除についての適切な判断を行う態勢が整備されているか（Ⅱ－２－１２－３（２）参照）。 

ｄ．延滞債権の回収（担保処分及び個人保証の履行請求によるものを含む。）、企業再
生手続（法的整理・私的整理）及び債務者等の個人再生手続等の場合 

(ⅰ) これまでの取引関係や、債務者等の知識、経験及び財産の状況に応じ、か
つ、法令に則り、一連の各種手続を段階的かつ適切に執行する態勢が整備され
ているか。 
例えば、主債務者の経営に実質的に関与していない第三者の保証人に保証債

務の履行を求める場合は、保証人が主債務者の状況を当然には知り得る立場に
ないことに留意し、事後の紛争等を未然に防止するため、必要に応じ、一連の
各種手続について通知を行う等適切な対応を行う態勢となっているか。 

(ⅱ) 手続の各段階で、債務者等から求められれば、その客観的合理的理由を説
明することとしているか。 

（ⅲ） 特に経営者保証における保証債務の履行に際しては、「経営者保証に関する 

ガイドライン」に基づき、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲に 

ついて、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の履行能力、経営者た 

る保証人の経営責任や信頼性、破産手続における自由財産の考え方との整合性 

等を総合的に勘案して決定する態勢となっているか（Ⅱ－２－１２－３（２） 

参照）。 

 

③  内部管理部門等による実効性確保のための措置 

貸付けの契約に係る説明に関して、定期的な内部管理部門における当該説明を行った際

の状況に関する記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等及び内部監査に加え、必
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要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、貸

付けの契約に係る説明の実施状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基

づき、必要に応じて実施方法等の見直しを行うなど、貸付けの契約に係る説明の実効性が

確保されているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務

を通じて把握された貸金業者の勧誘・説明態勢等の課題等については、上記の着眼点に基

づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第 24

条の６の 10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善

状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、

貸金業者に対して、法第 24 条の６の３の規定に基づく業務改善命令を発出することとす

る。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の６の４に基づ

く業務停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－

４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１１ 利息、保証料等に係る制限等 

貸金業者は、利息制限法に規定する金額を超える利息の契約締結や受領、又はその支払を要

求してはならない。 

利息、保証料等に係る制限等に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留

意する必要がある。 

（１）主な着眼点 

①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、利息、保証料等に係る

制限等を具体的に定めているか。 

②  法令等を踏まえた利息、保証料等の制限等に係る実施態勢の構築 

イ．役職員が社内規則等に基づき、利息、保証料等の制限等に係る取扱いを適切に行うよ

う、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

ロ．貸付けに係る契約を締結するとき、以下の点に留意して、契約内容の確認等を行う態

勢の整備がなされているか。 

a．法第12条の8第2項に規定する「みなし利息」についても利息に含めて貸付けの契約を

締結しているか。 

b．法第12条の8第2項に規定する「契約の締結及び債務の弁済の費用」、施行令第3条の2

の2に規定する「利息と見なされない費用」及び第3条の2の3に規定する「利用料」は、

実費相当額（法令上の上限がある場合にはその範囲内）となっているか。 

c．債務履行担保措置に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結すること

を貸付けに係る契約の条件とする場合、当該債務履行担保措置の対価として支払われる

金銭の額と利息を合算した金額が、利息制限法に規定する金額を超えないものとなって

いるか。 

d．同一の債務者に追加的に貸付けを行うにあたっては、利息制限法の上限利率は、同法

第5条に基づき、債務者の自社貸付残高に応じて変化することを踏まえ、利率を決定し

ているか。 

e．保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結す

るまでに、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係

る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結

の有無及び当該保証料の額を確認しているか。 
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また、確認に関する記録を作成し、保存しているか。 

f．施行規則第10条の13に規定する保証料に係る契約を、保証業者との間で締結すること

を貸付けに係る契約の締結の条件とはしない措置を講じているか。 

g．保証業者と根保証契約を締結する際に、当該根保証契約が施行規則第10条の14に規定

するものであるときは、当該根保証契約の締結をしない措置を講じているか。 

h．金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約

の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該貸付けに係る契約の更新

（施行規則第10条の15の規定を含む。）があったときは、これに対する新たな手数料を

受領し、又はその支払いの要求をしない措置を講じているか。 

③ 内部管理部門等による実効性確保のための措置 

利息、保証料等に係る契約の締結等に関して、内部管理部門における定期的な点検や内

部監査を通じ、その状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、態

勢の見直しを行うなど、適正な利息、保証料等に係る契約の締結等その実効性が確保され

ているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を

通じて把握された貸金業者の利息・保証料の徴求に係る課題等については、上記の着眼点に

基づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条

の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把

握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、

重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等

の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

なお、法第12条の8第1項、第3項及び第4項の規定により、出資法の上限金利を下回る金利

帯であっても、利息制限法の上限金利を上回る利息の契約、受領又は支払の要求をした場合、

行政処分の対象となることに留意する。 

 

 

Ⅱ－２－１２ 過剰貸付けの禁止 

貸金業者は、過剰貸付けの抑制のために導入された、個人顧客の年収等から算定される当該

個人顧客に係る基準額を超える貸付け等を原則禁止する総量規制（本県ガイドラインにおいて

「総量規制」という。）を遵守することをはじめ、貸付けの契約を締結するに当たっては、顧客

等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力を十分に調

査する義務があり、調査の結果、その顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を

締結してはならない。 

上記を踏まえ、貸金業者においては、過剰貸付けの防止のための適切な態勢を構築する必要

がある。 

 

 

Ⅱ－２－１２－１ 返済能力調査 

顧客等の返済能力調査（保証人となろうとする者の返済能力調査を含む。以下同じ。）に関

する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

① 共通事項 

イ． 法令等を踏まえた社内規則等の整備 
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社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、返済能力調査のため

の社内体制や方法等を具体的に定めているか。 

ロ． 法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築 

ａ． 役職員が社内規則等に基づき、返済能力調査を適切に行うよう、社内研修等により

周知徹底を図っているか。 

ｂ． 社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているか。検証

に当たっては、例えば以下の点に留意する。 

ⅰ）  顧客の収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態などの属性を十分に調査・

把握しているか。 

ⅱ）  借入申込書に借入希望額、既往借入額（例えば、他の貸金業者、銀行等からの借

入れの額。以下同じ。）、年収額等の項目を顧客自身に記入させること等により、顧

客の借入れの意思を確認しているか。 

（注）顧客が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを

支援する者が本人を補佐して代筆対応等を行う場合にも、顧客本人の借入れの意思

が適切に反映されていることを慎重に確認する必要があることに留意する。  

ⅲ）  物的担保を徴求する場合には、主債務者の属性、事業計画、当該貸付けの返済計

画の条件等にかんがみて、当該担保物件を換価しなくても返済しうるか否かを確

認しているか。 

また、担保権が実行され、当該担保物件を失うこととなった場合の物的担保提供

者の具体的な認識を確認しているか。 

ⅳ）  保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属性、事業計画、

当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済がなくとも返

済しうるか否かを調査しているか。 

また、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、

生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せ

ざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているか。 

ⅴ）  顧客等の返済能力の調査に関する記録について、法令に則り、また、必要に応じ

て、顧客等ごとに、適時・適切な作成・保存がなされているか。 

ハ．内部管理部門等による実効性確保のための措置 

返済能力調査に関して、内部管理部門における定期的な点検や内部監査を通じ、その実

施状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、必要に応じて実施

方法等の見直しを行うなど、返済能力調査の実効性が確保されているか。 

②  個人向貸付けの調査に関する事項 

個人顧客を相手方として貸付けを行う貸金業者については、上記（１）①に加え、以下

の態勢が整備されているか。 

イ． 個人である顧客等との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合又は極度方式基本

契約の極度額を増額しようとする場合には、指定信用情報機関と信用情報提供契約を予

め締結のうえ、同機関が保有する信用情報を使用して、顧客等の返済能力調査を行うこ

ととしているか。 

ロ． 個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、法第13条の3 第1 項及び第2 

項の規定に基づく調査（以下「途上与信」という。）を適時・適切に行うこととしてい

るか。 

特に、途上与信のうち定期的な調査（法第13 条の3 第2 項の規定による調査）は、

施行規則第10 条の25 第3 項の規定により、新たな極度方式貸付けの停止措置を講じて

いる場合（延滞以外を理由とする場合は、当該理由が合理的であり、かつ、当該措置を

講じた旨、その年月日及び当該理由が法第19 条の帳簿に、施行規則第16条第1 項第7 号

に規定する「交渉の経過の記録」として記載されている場合に限る。）には課されない

が、当該貸付けの停止措置を解除しようとする場合には、施行規則第10 条の24 第1 項
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第2 号の規定により、途上与信（法第13 条の3 第1 項の規定による調査）を行わなけ

ればならないことに留意する必要がある。 

ハ． 法第13 条第3 項本文各号のいずれか又は法第13 条の3 第3 項本文に該当すること

を確認した場合には、当該個人顧客から、施行規則第10 条の17 第１項に規定される源

泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等（以

下「年収証明書」という。）の提出又は提供を適時・適切に受けているか。 

なお、年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないとき

は、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、法第13 条の2 第1 項により貸

付けの契約（極度方式貸付けに係る契約を含む。）を締結できないことに留意する必要

がある。 

また、事業所得について、直近の年を含む複数年の連続した期間の事業所得の金額を

用いて基準額を算定する場合には、当該算定に用いたすべての年の年収証明書の提出又

は提供を受ける必要がある。 

ニ． 途上与信に関する記録について、法令に則り、また、必要に応じて、顧客等ごとに、

適時・適切な作成・保存がなされているか。 

 

（２）留意事項 

① 共通事項 

イ．施行規則第10 条の18 第1 項第4 号に定める「顧客等の借入れの状況に関する調査結

果」については、借入額のほか、借入件数、各貸付けに係る契約の内容（除外貸付・例

外貸付となる契約であれば、その旨）等、調査の結果判明した「借入れの状況」に関す

るあらゆる事項を記録する。 

ロ．施行規則第10 条の18 第2 項第1 号に定める「当該貸付けに係る契約に基づく債権が

弁済その他の事由により消滅したとき」には、債権譲渡は含まれないと考えられる。 

② 個人向貸付けに関する事項 

イ．施行規則第10 条の17 第1 項各号に規定された各書面については、それぞれ下記の法

令を根拠として交付されたものであれば、書面の名称の如何を問うものではない。 

ａ．源泉徴収票・・・・・・所得税法第226 条第1 項 

ｂ．支払調書 ・・・・・・ 所得税法第225 条第1 項 

ｃ．給与の支払明細書・・・所得税法第231 条 

ｄ．確定申告書・・・・・・所得税法第120 条第1 項、地方税法第317 条の2 第1 項 

ｅ．青色申告決算書・・・・所得税法第143 条 

ｆ．収支内訳書 ・・・・・ 所得税法第120 条第6 項 

ｇ．納税通知書 ・・・・・ 地方税法第1 条第1 項第6 号 

ｈ．納税証明書 ・・・・・ 地方税法第20 条の10 

ｉ．年金証書 ・・・・・・ 国民年金法第16 条、国民年金法施行規則第65 条、厚生年

金保健法施行規則第82 条等 

ｊ．年金通知書・・・・・ 所得税法第231 条等 

ロ．施行規則第10 条の17 第1 項第8 号に規定される「所得証明書」には、例えば、以下

のようなものが含まれる。 

ａ．根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証

明書 

ｂ．当該個人顧客の勤務先が発行する所得証明書（ただし、当該勤務先の代表者その他

の権限を有する者の記名・押印により真正であると認められるものに限る。） 

 

（３）監督手法 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を

通じて把握された返済能力調査に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及
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び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基

づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握すること

とする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１２－２ 貸付審査 

貸付審査（貸付けに係る契約の締結に係る審査及び当該契約に係る保証契約の締結に係る審査

をいう。以下同じ。）に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要

がある。 

（１）主な着眼点 

① 共通事項 

イ．法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、貸付審査のための社

内体制や客観的かつ具体的な貸付基準を定めているか。 

特に、経営者等と保証契約を締結する場合においては、「経営者保証に関するガイド

ライン」に基づき、適切な保証金額の設定を行っているか（Ⅱ－２－１２－３（２）参

照）。 

ロ．法令等を踏まえた貸付審査の実施態勢の構築 

ａ．役職員が貸付基準に基づき、貸付審査を的確に行うよう、社内研修等により周知徹

底を図っているか。 

ｂ．貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が整備されているか。検証に当た

っては、例えば以下の点に留意する。 

ⅰ） 保証人や物的担保（※）を徴求する貸付けにおいて、主債務者自身の返済能力

ではなく、保証の履行や担保権実行を主な回収の手段とする貸付けの契約の締結

を防止する措置が講じられているか。また、保証人及び物的担保提供者の適格性

審査について明確な基準が整備されているか。 

（※）予めその不動産その他の物的担保の売却代金により弁済される予定であること

が客観的に明らかな貸付けを除く。 

ⅱ） 指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、顧客等に係る

信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが

推察される場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努め

ているか。 

ハ．内部管理部門等による実効性確保のための措置 

貸付審査に関して、内部管理部門における定期的な点検や内部監査を通じ、その実施

状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、必要に応じて貸付基

準の見直しを行うなど、貸付審査の実効性が確保されているか。 

②  個人向貸付けの貸付審査に関する事項 

個人顧客を相手方として貸付けを行う貸金業者については、上記（１）①に加え、以下

の態勢が整備されているか。 

イ． 個人顧客の基準額及び当該個人顧客に係る個人顧客合算額又は極度方式個人顧客合

算額の各算定方法、並びに当該基準額の超過により、個人過剰貸付契約又は基準額超過

極度方式基本契約に該当する場合の対応方法等が貸付基準において明確に定められて

いるか。 

ロ． 極度方式貸付けに係る貸付けの返済を銀行等口座の引き落としにより受けている場
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合には、その返済期日において返済（引落）の事実を確認する前に追加貸付けを行うこ

とにより総量規制を上回る貸付けをしない措置を講じているか。 

ハ． 法第 13 条の 2 第 2 項に規定される住宅資金貸付契約等（本事務ガイドラインにお

いて「除外貸付」という。）について、その要件に該当するかどうかを適切に検討・判

断しているか。例えば、返済能力調査等により得られた情報その他貸金業者自ら保有す

る情報を総合的に勘案して、提出を受けた書面（施行規則第 10 条の 21 第 2 項各号に

掲げる書面を含む。）の信ぴょう性・妥当性を通常の注意義務をもって確認しているか。 

二． 除外貸付に該当する契約を締結した場合における施行規則第 10 条の 21 第 2 項に掲

げる書類等について、法令に則り、適切な保存がなされているか。 

ホ． 法第 13 条の 2 第 2 項及び法第 13 条の 3 第 5 項に規定される個人顧客の利益の保

護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの（本事務ガイドラインに

おいて「例外貸付」という。）について、その要件に該当するかどうかを適切に検討・

判断しているか。 

例えば、返済能力調査等により得られた情報その他貸金業者自ら保有する情報を総合

的に勘案して、提出を受けた書面（施行規則第 10 条の 23 第 2 項各号に掲げる書面を含

む。）の信ぴょう性・妥当性を通常の注意義務をもって確認しているか。 

へ． 施行規則第 10 条の 23 第 1 項第 3 号に定める貸付けに係る契約及び施行規則第 10

条の 28 第 1 項第 2 号に定める極度方式基本契約（以下「配偶者貸付契約」という。）

を締結している個人顧客の配偶者を相手方として、貸付けに係る契約を締結する場合又

は極度方式基本契約を締結している場合において、施行規則第 10 条の 23 第 3 項に定

める要件に該当するかどうか又は施行規則第 10 条の 28 第 2 項及び第 3 項に定める

「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを適切に検討・判断し

ているか。 

ト． 例外貸付に該当する契約を締結した場合における施行規則第 10 条の 23 第 2 項に掲

げる書類等について、法令に則り、適切な保存がなされているか。 

 

（２）留意事項 

①  法第 13 条の 2 第 2 項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、

施行規則第 10 条の 22 第 2 項に基づき、年収証明書に記載された事項を用いて算出され

るが、法第 13 条第 3 項又は法第 13 条の 3 第 3 項において、貸金業者が年収証明書の提

出又は提供を受ける必要がない場合は、個人顧客が自ら年収証明書の記載事項を基にこれ

を算出し、申告することとなる。 

②  施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 1 号における「不動産の改良に必要な資金の貸付けに

係る契約」には、当該不動産を担保としない契約も含まれる。 

③  施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 5 号における「有価証券の購入」には、新株予約権の

権利行使による取得も含まれる。 

④  配偶者貸付契約を行うために配偶者の同意書を取得する場合には、当該同意が真正なも

のであるか否かについて、慎重に判断する必要がある。 

⑤  施行規則第 10 条の 23 第 1 項第 2 号の 2 に定める｢特定緊急貸付契約｣である極度基本

方式基本契約については、施行規則第 10 条の 24 第 1 項第 1 号において定める「1 月ご

との期間」における極度方式貸付けの当該期間内の実行額及び当該期間末日の残高がいず

れも零を超える場合に、途上与信が必要となる。 

⑥  施行規則第 10 条の 23 第 2 項第 3 号における「事実上の婚姻関係と同様の事情にある

ことを証明する書面」とは、住民票（続柄に、「夫（未届）」、「妻（未届）」など未届

の配偶者である旨の記載があるもの）を指す。 

⑦  施行規則第 10 条の 23 第 1 項第 4 号に基づき、個人顧客から提出を受ける「事業計画」、

「収支計画」及び「資金計画」については、協会の自主規制規則等も踏まえ、当該個人顧

客の返済能力を合理的・客観的に確認するために必要な事項の記載があれば、必ずしも各
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計画が形式的に独立していることを要しない(施行規則第 10 条の 23 第 1 項第 5 号、施行

規則第 10 条の 28 第 1 項第 3 号及び第 4 号について同じ)。 

⑧  施行規則第 10 条の 23 第 2 項第 6 号ロに定める「照会の結果を記載した書面」には、

例えば、照会を行った担当者の氏名・所属部署、照会を行った日時・手法（電話、訪問、

電子メール及び書面発送等の別）、照会の相手方（正規貸付けを行う者）の商号又は名称、

応答者の氏名・所属部署・電話番号等の連絡先、及び応答者の回答内容（正規貸付けの予

定金額・予定実行日を含む。）等を記載する必要がある。 

 

（３）監督手法 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を

通じて把握された貸付審査に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改

善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第 24 条の 6 の 10 に基づ

き報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することと

する。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第 24 条の 6 の 3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の 6 の 4 に基づく業務

停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１に

よる）。 

 

 

Ⅱ－２－１２－３ 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等 

（１）意義 

中小企業・小規模事業者等（以下「中小企業」という。）の経営者による個人保証（以下「経

営者保証」という。）には、中小企業の経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化

に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や創業を志す者の起業への取組 

み、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となって 

いるなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な 

課題が存在する。 

こうした状況に鑑み、中小企業の経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関（貸金

業者を含む。以下Ⅱ－２－１２－３において同じ。）による対応についての自主的自律的な準

則として「経営者保証に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が定められ

た。 

このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主た

る債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則であり、中小企業

団体及び金融機関団体の関係者が中立公平な学識経験者、専門家等と共に協議を重ねて策定し

たものであって、主債務者、保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され、遵守される

ことが期待されている。 

金融機関においては、経営者保証に関し、ガイドラインの趣旨や内容  を十分に踏まえた

適切な対応を行うことにより、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくことが求

められている。 

 

（２）主な着眼点 

① 経営陣は、ガイドラインを尊重・遵守する重要性を認識し、主導性を十分に発揮して、経

営者保証への対応方針を明確に定めているか。また、ガイドラインに示された経営者保証の

準則を始めとして、以下のような事項について職員への周知徹底を図っているか。 

イ． 経営者保証に依存しない融資の一層の促進（法人と経営者との関係の明確な区分・分 

離が図られている等の場合における、経営者保証を求めない可能性等の検討を含む。） 
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ロ．経営者保証の契約時の対応（適切な保証金額の設定を含む。） 

ハ．既存保証契約の適切な見直し（事業承継時の対応を含む。） 

二．保証債務の整理に関する対応（経営者の経営責任の在り方、残存資産の範囲及び保証 

債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱いを含む。） 

ホ．その他（ガイドラインにより債務整理を行った保証人に関する情報の取扱いを含む。） 

 

② ガイドラインに基づく対応を適切に行うための社内規程やマニュアル、契約書の整備、 

本部による営業店支援態勢の整備等、必要な態勢の整備に努めているか。 

 

③ 主債務者、保証人からの経営者保証に関する相談に対して、適切に対応できる態勢が整   

備されているか。 

 

④ 主債務者たる中小企業等から資金調達の要請を受けた場合には、当該企業の経営状況等    

を分析した上で、法人個人の一体性の解消等が図られているか、あるいは、解消を図ろうと 

しているかを検証するとともに、検証の結果、一体性の解消が図られている等と認めら 

れる場合は、経営者保証を求めない可能性等を債務者の意向も踏まえた上で検討する態勢が 

整備されているか。 

 

⑤ 保証債務の整理に当たっては、ガイドラインの趣旨を尊重し、関係する他の金融機関、 

外部専門家（公認会計士、税理士、弁護士等）と十分連携・協力するよう努めているか。 

 

⑥ 定期的かつ必要に応じ、内部監査等を実施することにより、ガイドラインに基づく対応 

が適切に行われていることを確認しているか。また、当該監査等の結果を踏まえ、必要に応

じて態勢の改善・充実を図るなど、監査等を有効に活用する態勢が整備されているか。 

 

 

（３）監督手法 

上記の取組みについては、「主債務者、保証人及び対象債権者がガイドラインに基づく対応

に誠実に協力することによって継続的かつ良好な信頼関係が構築・強化されるとともに、各ラ

イフステージにおける中小企業や創業を志す者の取組意欲の増進が図られ、ひいては中小企業

金融の実務の円滑化を通じて中小企業等の活力が一層引き出され、日本経済の活性化に資する

よう、金融機関等による積極的な活用を通じて、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着

していくことが重要」との政策趣旨に鑑み、適切に取り組む必要がある。 

こうした取組態勢や取組状況を踏まえ、監督上の対応を検討することとし、内部管理態勢の 

実効性等に疑義が生じた場合には、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の６

の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握す

ることとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金 

業者に対して、法第24条の６の３の規定に基づく業務改善命令を発出することとする（行政処 

分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１３ 個人信用情報の提供等 
 指定信用情報機関と信用情報提供等契約を締結した貸金業者については、個人信用情報の遅滞
ない提供が義務づけられている。 

貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意するものとする。 
 

(１)主な着眼点 
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①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令及び協会の自主規制規則等を踏まえ、個人信用情報が遅滞な

く提供されるための社内体制や方法等を具体的に定めているか。 

②  法令等を踏まえた遅滞ない提供等態勢の構築 

イ． 役職員が社内規則等に基づき、個人信用情報が遅滞なく提供されるよう、社内研修等

により周知徹底を図っているか。 

ロ． 社内規則等に則り、個人信用情報が遅滞なく提供される態勢が整備されているか。検

証に当たっては、例えば、以下の点に留意する。 

a.  指定信用情報機関に加入した際は、加入日前までの貸付けに係る契約(極度方式基本

契約及び施行規則第30 条の12 で定めるものを除く。)に係る個人信用情報（貸付けの

残高があるものに限る。）を、確実に同機関に提供する態勢が整備されているか。 

ｂ. 貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び施行規則第30 条の12で定めるものを除

く。)を締結したときは、個人信用情報を遅滞なく指定信用情報機関に提供する態勢が

整備されているか。 

ｃ．上記ａ、ｂにおいて指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があったとき

も、遅滞なく変更内容を同機関に提供できる態勢が整備されているか。 

ｄ．新たに貸付けに係る契約を締結するにあたって、資金需要者等から法第41 条の36 第

1 項、第2 項に定める同意を確実に取得し、当該同意に関する記録を作成・保存する態

勢が整備されているか。また、新たに配偶者貸付契約を締結するにあたっては、施行規

則第30条の15 第1 項、第2 項に定める同意を確実に取得し、当該同意に関する記録を

作成・保存する態勢が整備されているか。 

ｅ．加入した指定信用情報機関の商号又は名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲

示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか（法第41 

条の37）。 

ｆ．除外貸付及び例外貸付に係る情報（施行規則第10 条の23 第１項第３号に定める貸

付けに係る契約を締結している場合には、施行規則第30 条の13 第1 項第8 号に定める

ものを含む。）が指定信用情報機関に全て提供されていなければならないことを踏まえ、

所要の態勢が整備されているか。 

(注)所要の態勢の内容として、例えば以下が考えられる。 

ⅰ） 既往の貸付契約について、一般貸付・除外貸付・例外貸付を区別し、除外・例

外貸付に係る情報を指定信用情報機関に提供するための態勢。 

ⅱ）  除外・例外貸付の要件を満たすことを明らかにする書面(施行規則第10 条の21 

第2 項、第10 条の23 第2 項に規定する書面)を入手・保存するための態勢。 

ｇ．指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、

若しくは第三者に提供をした場合には、法第41条の38の規定に抵触することに留意し、

役職員に対し、適切かつ十分な監督を行うための態勢が整備されているか。 

 

（注） 例えば、途上与信を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や

信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用し

た場合等（債権の保全を目的とした利用を含む）であっても、返済能力の調査以

外の目的による使用に該当することに留意する必要がある。 

 

③ 内部管理部門等による実効性確保のための措置 

個人信用情報の提供等に関して、内部管理部門における定期的な点検や内部監査を通じ、

その実施状況を把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、必要に応じて

実施方法等の見直しを行うなど、個人信用情報の提供等の実効性が確保されているか。 

 

（２）留意事項 
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①  貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供（法

第 41 条の 35 第 2 項）については、以下の点に留意することとする。 

イ． 取得した個人信用情報については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原

則とする。 

ロ． 上記イ.の対応が困難な場合（貸付け業務を深夜まで行っている場合等）には、翌日の

指定信用情報機関の情報提供開始時刻までに情報登録が行われるよう、各機関が信用情

報提供契約等で定める締切り時刻までに当日取得した情報を提供することとする。 

②  指定信用情報機関に提供している個人信用情報に変更があった場合（法第 41 条の 35 第３

項）についても、上記 と同様の態勢で情報提供を行うこととする。 

 

（３）監督手法 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を

通じて把握された個人信用情報の提供に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、

原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第 24 条の 6 の

10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握す

ることとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸

金業者に対して、法第 24 条の 6 の 3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の 6 の 4 に基づく業務停止

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 
 

Ⅱ－２－１４ 広告規制 

広告規制に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

不適切な広告の防止など、広告の取扱いに関する規定を規定した社内規則等を定め、担 

当役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図

っているか。 

 

（２）留意事項 

① 法第15 条第1 項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15 条第1項第

2 号、施行規則第12 条第1 項第1 号及び第2 号に掲げる事項（担保の内容が貸付けの種類

名となっている場合にあっては、施行規則第11 条第3 項第1 号ロの「担保に関する事項」

には当たらない。）又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を１つでも表示し

た広告をすることをいう。 

 

② 法第15 条第2 項に規定する「広告」とは、個別の具体的内容に応じて判断する必要がある

が、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例え 

ば、次に掲げるものをいう。 

イ．テレビコマーシャル 

ロ．ラジオコマーシャル 

ハ．新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載 

ニ．看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示 

ホ．広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示 

ヘ．チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布 

ト．インターネット上の表示 
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③ 施行規則第12 条第4 項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、個別

の具体的内容に応じて判断する必要があるが、特定の名あて人に対して、同様の内容のもの

を送付することをいい、例えば、次に掲げるものをいう。 

イ．ダイレクトメール、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付 

ロ．電子メールの送信 

 

④ 法第16 条第2 項第3 号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、

資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」に該当するかどうかは、個別具体的

な事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、次のような表示がある場合には、これ

に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。 

イ．貸付審査を全く行わずに貸付けが実行されるかのような表現 

ロ．債務整理を行った者や破産免責を受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現 

ハ．他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨の表現 

 

⑤ Ⅲ－２－７の規定により、非協会員から提出された広告に関する資料等については、協会

の自主規制規則を勘案した検証を行い、不適切な広告を確認した場合は、協会員との衡平性

を確保しつつ、資金需要者等の利益の保護等の観点から速やかに適切な対応を行うものとす

る。 

 

（３）監督手法 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を 

通じて把握された広告等に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善 

策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報 

告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま 

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１５ 書面の交付義務 

書面交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

① 資金需要者等に対する書面交付に関して規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等

に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

（注）完全施行後の「資金需要者等に対する書面交付」には、次の書面交付が追加されるこ

とに留意する。 

・ 法第 16 条の 2 に規定する契約締結前の書面を貸付けに係る契約の締結までに保証人

に加え当該契約の相手方になろうとする者にも交付すること。 

・ 取引関係を見直すことにより、法第 17 条第 1 項から第 5 項に規定する「重要なもの

として内閣府令で定めるもの」を変更した際は、法第 17 条に規定する書面を契約の

相手方および保証人がいる場合には当該保証人に交付すること。 

 

② 内部管理部門等において、社内規則等に基づき、適正な書面の交付が行われているか検証

を行う態勢が整備されているか。 

 

③ 書面の記載内容は、資金需要者等にとって明確でわかり易い内容となっているか、また、
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記載内容について、必要に応じ見直す態勢が整備されているか。 

極度方式基本契約に基づく個々の貸付けに係る法第17 条書面の各記載事項については、

契約書と同一文言での記載になっていない場合、必要な事項が明確かつわかり易く記載され

ているか。 

 

④ 一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面の交付に際しては、

当該書面が交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらか

じめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているか。なお、債務者等から電磁的方法により承

諾を受けた場合には、当該承諾を行った債務者等に対し、承諾を受けた旨を書面又はその他

適切な方法により通知しているか。 

また、債務者等から、当該書面での交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、

当該書面以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われてい

るか。 

 

⑤ 書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合又は一定期間における貸付け及び弁

済その他の取引の状況を記載した書面を交付することについて承諾若しくは撤回の意思表

示を受ける場合には、債務者等の承諾等があったことを記録しているか。 

 

（２）留意事項 

① 法第 16 条の 2 の契約締結前の書面として、申込書一体型のパンフレットを契約締結前の

書面とすることを排除するものではないが、記載事項が法令の要件（貸付けの金額、貸付

けの利率、極度額等）を満たす必要があることに留意する。 

② 契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じ

た場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付す

る必要がある。 

 

（３）監督手法 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を 

通じて把握された書面交付に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改

善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき

報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとす

る。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま 

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１６ 帳簿の備付け等 

帳簿の備付け等に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

① 帳簿の作成及び備付け等について規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等に基 

づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

② 債務者以外の者（保証人を含む。）から返済金を受領した場合、当該返済者と債務者と 

の関係や当該返済者が返済するに至った経緯等について、交渉経過の記録等に正確に記載 

され、担当者以外の第三者がその内容を容易に把握できる態勢が整備されているか。 

③ 内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等 
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に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うこと 

により、正確な帳簿の作成及び保存が履行されるための態勢が整備されているか。 

（注）施行規則第16 条第1 項第7 号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に 

関する記録、貸付けの契約（保証契約を含む。）の条件の変更（当該条件の変更に至 

らなかったものを除く。）に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付け 

の契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項と 

する。 

イ．交渉の相手方（債務者、保証人等の別） 

ロ．交渉日時、場所及び手法（電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別） 

ハ．交渉担当者（同席者等を含む。） 

ニ．交渉内容（催告書等の書面の内容を含む。） 

ホ．施行規則第 10 条の 25 第 3 項第 3 号に規定する極度方式基本契約に基づく新

たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合、当該措置を講じた旨、

年月日及びその理由。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を通

じて把握された帳簿の備付け等に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び

改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき

報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金

業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、

重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止命令

等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１７ 帳簿の閲覧、謄写 

帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

① 債務者等又は債務者であった者等（以下「帳簿の閲覧等の請求者」という。）から帳簿 

の閲覧又は謄写を求められた際の対応について、帳簿の閲覧等の請求者が本人又は正当な 

委任を受けた代理人等であるか確認したうえで、過度の負担を課すことなく迅速に帳簿の 

閲覧又は謄写に応じるよう社内規則等を定めているか。 

なお、本人又は正当な委任を受けた代理人等であるかの確認及び閲覧又は謄写の方法に

関し、正当な理由なく過度な負担を課す場合は、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当するお

それがあることに留意する必要がある。 

② 帳簿の閲覧又は謄写に必要な物的設備を確保し、閲覧又は謄写の方法等が帳簿の閲覧等

の請求者にわかるようになっているか。また、帳簿の閲覧等の請求者から帳簿の閲覧又は

謄写に関する問合せ等があった場合、迅速かつ適切に対応できる態勢となっているか。 

③ 無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者につ

いては、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、 

帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているか。 

帳簿の複写や複写物の郵送に係る実費を徴収する場合、当該金額は適正かつ適切な金額

となっているか。また、帳簿の閲覧又は謄写の請求者から当該実費の内容について説明を

求められた場合、その内容を説明する態勢が整備されているか。 

④ 内部管理部門において、社内規則等に基づき、帳簿の閲覧等の請求者に対し適切な帳簿 

閲覧又は謄写が行われているか検証する態勢が整備されているか。 
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（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を通

じて把握された帳簿の閲覧、謄写に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及

び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10に基づ

き報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとす

る。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金

業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、

重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法24 条の6 の4 に基づく業務停止命令等

の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１８ 取立行為規制 

取立行為に関する貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

① 債務者等に対する取立て・督促については、客観的な基準及び手順等を規定した社内規

則等を定め、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周

知徹底を図っているか。 

② 内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等 

に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うこと 

により、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか。 

 

（２）留意事項 

① 法第21 条第1 項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の

例示であり、個々の取立て行為が同項に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断

する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活

若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。 

イ．反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メール若しくはファクシミリ装置等を

用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること 

ロ．保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること 

② 法第21 条第1 項第1 号、第3 号及び第9 号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実 

関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。 

イ．法第21 条第1 項第1 号 

ａ．債務者等の自発的な承諾がある場合 

ｂ．債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合 

ロ．法第21 条第1 項第3 号 

ａ．債務者等の自発的な承諾がある場合 

ｂ．債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合 

ｃ．債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債

務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者

から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の

私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。 

ハ．法第21 条第1 項第9 号 

ａ．弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人（以下「弁護士等」と

いう。）からの承諾がある場合 

ｂ．弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合 
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③ 法第21 条第1 項第2 号に規定する「その申出が社会通念に照らし相当であると認められな

いことその他正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、

以下のようなものが該当する可能性が高い。 

イ．債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申し出がない場合 

ロ．直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合 

ハ．通常の返済約定を著しく逸脱した申出がなされた場合 

ニ．申出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への弁済行為等を行った

場合 

ホ．申出に係る返済猶予期間中に債務者等が支払停止、所在不明等となり、債務者等から弁

済を受けることが困難であることが確実となった場合 

④ 法第21 条第1 項第5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要すること

を禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外に

おいては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名

乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該

当するものではないことに留意することとする。 

⑤ 法第21 条第1 項第6 号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの

使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。 

⑥ 法第21 条第1 項第9 号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、

司法書士法（昭和25 年法律第197 号）第3 条第1 項第6 号及び第7 号に規定する業務（簡裁

訴訟代理関係業務）に関する権限を同法第3 条第2 項に規定する司法書士に委任した場合を

いう。 

⑦ 法第21 条第2 項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録につ

いては、次によるものとする。 

 

イ．法第21 条第2 項第1 号に規定する「住所」及び「電話番号」については、それぞれ、当

該債権を管理する部門又は営業所等に係るものを記載すること。 

ロ．法第21 条第2 項第2 号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」につ

いては、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を

記載すること。 

 

⑧ 貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有す

る場合（保証履行により求償権を取得した場合を含む）、その取立てに当たっては、法第 21 条

が適用され得ることに留意する。 

 

（３）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を 

通じて把握された取立行為に関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改 

善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき 

報告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとす 

る。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま 

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－１９ 債権譲渡等 

貸金業者の貸付債権の譲渡については、法令を遵守するほか、民法や債権管理回収業に関す 
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る特別措置法（平成10 年法律第126 号）等の規定に留意し、適切に対応する必要があり、債権 

譲渡先の選定に当たっては、資金需要者等の利益の保護に関して、特段の注意を払う必要があ 

る。 

貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）主な着眼点 

① 債権譲渡を行うに当たって、債権譲渡先の選定基準及び選定方法、譲渡対象債権の選定 

基準、債権譲渡に関する手続きや債権譲渡の際の顧客情報の取扱いについて規定した社内 

規則等を定め、担当する役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修 

等により周知徹底を図っているか。 

② 債権譲渡先及び譲渡対象債権の選定に当たって、弁護士法（昭和24 年法律第205 号）や 

法第24 条第3 項（暴力団員等への譲渡の禁止）等の規定に抵触しないか確認を行っている 

か。 

③ 貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場

合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているか。 

   ④ 債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請 

求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対

応するための規定が置かれているか。また、債権譲受人が債務者等に対し法第24 条第2 項

に基づく債権譲渡通知を遅滞なく送付することや法令を遵守した債権管理及び回収を行う

こと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているか。 

 

（２）監督手法・対応 

検査の指摘事項に対するフォローアップや、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督事務を 

通じて把握された債権譲渡に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善 

策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24 条の6 の10 に基づき報 

告書を徴収することにより、貸金業者における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸 

金業者に対して、法第24 条の6 の3 の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。ま 

た、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24 条の6 の4 に基づく業務停止 

命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－２０ 非営利特例対象法人である貸金業者の監督について 

施行規則第 5 条の 6 第 2 項に定める非営利特例対象法人（以下「非営利特例対象法人」と

いう。）が貸金業の登録を受ける場合には、施行令第 3 条の 2 で規定する最低純資産額及び施

行規則第 5 条の 7 第 1 項第 2 号及び第 3 号で規定する登録拒否の審査基準について、一定の

特例措置が認められている。 

また、施行規則第 1 条の 2 の 4 第 2 項に規定する特定非営利金融法人(以下「特定非営利金

融法人」という。) が行う同条第 3 項に規定する特定貸付契約（以下「特定貸付契約」という。）

については、法第 13 条第 2 項で規定する返済能力調査にあたっての指定信用情報機関が保有

する信用情報の使用義務等について、一定の特例措置が認められている。 

このように非営利特例対象法人である貸金業者には、一定の特例措置が認められていること

を踏まえ、非営利特例対象法人である貸金業者の監督にあたっては、本監督指針の他の規定に

加え、例えば、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

①  法令等を踏まえた社内規則等の整備 

社内規則等において、法令に則り、協会の自主規制規則等も参考にしつつ、特例措置適
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用の前提となる各種要件を満たすための社内体制や方法等を具体的に定めているか。 

②  社内規則等を踏まえた実施態勢の構築 

イ．共通事項 

ａ．役職員が社内規則等に基づき、特例措置の適用を受けるための各種要件を満たした

適切な業務運営を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

ｂ．非営利特例対象法人である貸金業者が特例措置を受ける場合には、貸金業の登録（更

新登録を含む。）を受けた日以降行うすべての貸付けに関し、年 7.5％を超える割合

による利息（みなし利息（法第 12 条の 8 第 2 項に規定するみなし利息をいう。）を

含む。）の契約をし、又はその貸付けに関し当該割合を超える割合による利息を受領

し、若しくはその支払を要求しない態勢が整備されているか。 

ｃ．施行規則第 5 条の 6 第 1 項第 2 号の要件を満たす必要がある場合には、そのため

に、同号に定める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者（施行規則第

1 条の 2 の 3 第 6 項に規定する「生活困窮者」をいう。以下同じ。）を支援するた

めの貸付けと他の貸付けを区分して管理する態勢が整備されているか。 

ロ．登録拒否の審査基準に係る特例措置の適用に関する事項 

施行規則第 5 条の 8 の規定により施行規則第 5 条の 7 第 1 項各号に掲げるすべての

基準に適合するとみなされ、貸金業の登録を受けた者にあっては、上記②イ．に加え、

例えば契約に基づき、貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有する者から、適時に貸

金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる態勢が整備されている

か。 

ハ．特定非営利金融法人のうち特定非営利活動貸付け（施行規則第 1 条の 2 の 4 第 4 項

に掲げる「特定非営利活動貸付け」をいう。以下同じ。）を行う者に対する特例措置の

適用に関する事項 

上記②イ．に加え、以下の態勢が整備されているか。 

ａ．社内規則等において、自ら行う特定非営利活動貸付けが、特定非営利活動促進法（平

成 10 年法律第 7 号）第 2 条第 1 項別表に規定する特定非営利活動のうちいずれか

の類型に該当するのかを具体的に規定しているか。また、施行規則第 1 条の 2 の 4 第

4 項第 1 号及び第 2 号に基づき、財務の状況、債務の総額等を把握する方法、同項第

3 号に基づき、返済期間を通じて債務の総額等を定期的に把握する方法及び必要に応

じた契約の相手方に対する助言又は指導の内容を具体的に定めているか。 

ｂ．役職員が社内規則に基づき、適切に特定非営利活動貸付けを行うよう、社内研修等

により周知徹底を図っているか。 

ｃ．特定非営利活動貸付けに該当する契約を締結した場合における施行規則第 1 条の 2 

の 4 第 4 項第 5 号に掲げる書面等について、法令に則り、適切な保存がなされてい

るか。 

ニ．特定非営利金融法人のうち生活困窮者支援貸付け（施行規則第 1 条の 2 の 4 第 5 項

に掲げる「生活困窮者支援貸付け」をいう。以下同じ。）を行う者に対する特例措置の

適用に関する事項 

上記②イ．に加え、以下の態勢が整備されているか。 

ａ．社内規則等において、生活困窮者に対し、同条第 5 項第 1 号に基づき、アセスメ

ントを行い、生活再建のための計画（以下「生活再建計画」という。）を策定する方

法、同項第 3 号に基づき、返済期間を通じて生活再建計画の進捗状況、債務の総額等

を定期的に把握する方法及び必要に応じた助言又は指導の内容等を具体的に定めて

いるか。 

ｂ．役職員が社内規則に基づき、適切に生活困窮者支援貸付けを行うよう、社内研修等

により周知徹底を図っているか。 

ｃ．生活困窮者支援貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手

方となろうとする者（以下「相談者」という。）の生活状況、借入先、借入額等を確
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認し、生活困窮者に陥った事情を丁寧に聴取した上で、債務の整理として考えられる

解決方法の選択肢（任意整理、特定調停、個人再生、自己破産等）を検討・助言し、

必要に応じ専門機関（弁護士等）を紹介する等、当該相談者が既に負担している債務

の可能な限りの整理に努めているか。 

ｄ．アセスメントに際しては、客観的な生活状況を確認し、家計簿診断を行う等返済計

画のシミュレーションを行っているか。 

ｅ．生活再建計画の策定にあたっては、現在の生活状況についての課題を明確にし、今

後の生活再建に向けた改善策を具体的に記載しているか。また、その際、施行規則第

1 条の 2 の 3 第 5 項第 1 号の「借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識

及び経験を有する者」として次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、借入れ及び返

済に関する相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者又は、これらと

同等以上の専門的な知識及び経験を有する者を資金需要者と面談させているか。 

ⅰ）独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 

ⅱ）一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 

ⅲ）一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 

ｆ．相談者に対して貸付けを行おうとする場合には、法第 16 条の 2 の契約締結前書面

を交付し、対面の上で契約の相手方が十分に貸付け条件等を理解できるように、書面

に記載された事項を明瞭かつ正確に説明しているか。また、その際、できる限り相談

者の家族等の親族も同席させているか。 

ｇ．返済期間を通じて生活再建計画の進捗状況並びに契約の相手方及び保証人が負担す

る債務の総額の定期的な把握及び必要に応じた助言又は指導が行われているか。また、

返済が滞ったことのみをもって過度の取立てを行うのではなく、その原因を分析の上、

対応しているか。 

ｈ. 生活困窮者向け貸付けに該当する契約を締結した場合における施行規則第 1 条の 2 

の 4 第 5 項第 5 号に掲げる書面等について、法令に則り、適切な保存がなされてい

るか。 

③  内部管理部門等における実効性確保のための措置 

内部管理部門における定期的な点検や内部監査を通じ、特例措置適用の前提である各種

要件の充足状況について把握・検証しているか。また、当該検証等の結果に基づき、態勢

の見直しを行うなど、適切な業務運営が確保されているか。 

 

（２）留意事項 

①  施行規則第 5 条の 8 の規定により施行規則第 5 条の 7 第 1 項各号に掲げるすべての基

準に適合するとみなされ、貸金業の登録を受けた者から法第 4 条第 1 項に基づき法第 3 条

第 2 項の登録の更新の申請が行われた場合、常務に従事する役員のうちに現に受けている

登録を受けたときから継続して貸付けの業務に従事した者がある場合には、施行規則第 5 

条の 7 第 1 項第 2 号に掲げる基準に適合するものとして取り扱って差し支えない。 

② 上記(1)②ニｅ.の「これらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者」について、

例えば、公益法人又は営利を目的としない法人において、資金需要者等に対して、借入及

び返済に関する相談に応ずる業務に 1 年以上従事した経験を有する者などは、これに該当

するものとして取り扱って差し支えない。 

 

（３）監督手法・対応 

Ⅲ－１－１（１）④等の貸金業者の実態把握、検査の指摘事項に対するフォローアップ

や、苦情等に係る報告徴収等の日常の監督業務を通じて把握された課題等については、上

記の着眼点に基づき、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に

応じて法第 24 条の６の 10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者における自主

的な業務改善状況を把握することとする。 
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更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、

貸金業者に対して、法第 24 条の６の３の規定に基づく業務改善命令を発出することとす

る。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第 24 条の６の４に基づ

く業務停止命令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－

４－１による）。 

 

 

Ⅱ－２－２１障害者への対応 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「障害者差別

解消法」という。）により、事業者には、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理

的配慮の努力義務が課せられているところである。 

また、貸金業者については、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する対応指針」（平成28年告示第３号。以下「障害者差別解消対応指針」という。）

において、これらの具体的な取扱いが示されている。 

このような観点から、貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

障害者への対応に当たって、資金需要者等の保護及び利用者利便の観点と合わせ、障害者

差別解消法及び障害者差別解消対応指針に則り適切な対応を行うとともに、対応状況を把

握・検証し対応方法の見直しを行うなど、内部管理態勢が整備されているか。 

 

（２）監督手法・対応 

日常の監督事務や、障害者からの苦情等を通じて把握された貸金業者における障害者への

対応に係る課題については、深度あるヒアリングを行うことにより内部管理態勢の整備状況

を確認することとする。 

また、貸金業者の内部管理態勢の整備状況に疑義が生じた場合には、必要に応じ、報告（法

第24条の６の10の規定に基づく報告を含む。）を求めて検証することとする。当該整備状況に

問題が認められる場合には改善を促すこととする。 

 

 

Ⅱ－３ 業務の透明性の確保 

貸金業者の業務方法の変更や不祥事件の発生等については、資金需要者等に対し重大な影響 

を与える可能性がある。貸金業者は、資金需要者等の視点に立った正確かつ公正な情報を資金 

需要者等に迅速に伝達する必要があり、貸金業者が業務の透明性を確保し、説明責任を果たす 

ことは、ひいては貸金業者の信頼性が高まることとなる。 

このような観点から、貸金業者の監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）主な着眼点 

①  業務方法の変更（営業所等の閉鎖の決定や債務者等からの返済資金の受入方法の変更

等）や不祥事件の発生等において、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらすと判断し

た場合の情報開示の方法等を規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等に基づき適

切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。 

②  資金需要者等の利益の保護に影響をもたらす情報が迅速かつ適切に公表されているか。 

また、公表する情報は、資金需要者等に必要な情報がわかり易く表示され、また、資金需 

要者等からの問合せに対し十分な説明がなされるなど、適切に対応するための態勢が整備 

されているか。 
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（２）監督手法・対応 

情報開示については、法令等で規定されているほかは、貸金業者が自己責任原則に則り、 

経営判断に基づき行うものであり、上記着眼点の対応がなされていない場合においても、直 

ちに監督上の措置を講ずることはない。 

しかしながら、資金需要者等の利益の保護の観点から、資金需要者等に不利益をもたらす 

可能性がある情報について、故意に情報開示を行っていない場合等については、業務の適切 

性の観点から検証することとする。 

 

 

Ⅱ－４ その他 

 

Ⅱ－４－１ 日賦貸金業者の監督 

 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 115 号)附則第 1 条

第 4 号に掲げる規定の施行(以下「完全施行」という)前の出資法(以下「旧出資法」という)に

規定する日賦貸金業者(以下「日賦貸金業者」という)であって引き続き日賦貸金業者として業

を営む者の監督に当たっては、日賦貸金業者が他の貸金業者に比して債権の回収にコストがか

かることなどを考慮して、旧出資法において上限金利の特例が認められていたという趣旨に鑑

み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとす

る。 

 

（１） 旧出資法附則第８項において、日賦貸金業者には、旧出資法第５条第２項に規定する上限

金利の特例が認められ、完全施行後、日賦貸金業者が、完全施行前にした利息の契約に基づ

いて、旧出資法に基づく上限金利の特例による金利（以下、特例金利という）に基づき利息

を受領又は要求する場合には、改正貸金業法附則第３１条第２項において経過措置が設けら

れており、完全施行後に特例金利に基づき利息を要求又は受領しても刑事罰の対象とはなら

ない。この場合、日賦貸金業者が、引き続き特例金利に基づく利息を受領又は要求するには、

旧出資法附則第９項及び第１０項に規定する業務の方法（以下「日賦の方法」という。）によ

り貸金業を行うことが必要であること。 

 

  

（２） 旧出資法附則第９項第１号において、日賦貸金業者の貸付けの相手方が主として営む業種

は、物品販売業、物品製造業、サービス業に限られているが、業種の判断については、原則

として、日本標準産業分類表を参考とすること。 

例えば、日賦貸金業者が、建設業者、不動産業者、サラリーマン、主婦等に貸し付けるこ

とは、出資法違反となること。 

  

（３）日賦貸金業者の貸付けの相手方が常時使用する従業員の数は５人以下とされているが、         

常時使用する従業員数の算定に当たっては、正社員に限らず、臨時雇用であっても、数ヶ月

程度の期間にわたり雇用されている場合などにおいては、実態に即して常時使用する従業員

に含むものであること。 

  

（４）旧出資法附則第９項第２号において、返済期間は１００日以上と定められているが、当初

の契約における返済期間が１００日以上であったとしても、日賦貸金業者側が貸付けの相手

方に債務の借換えをさせたり、正当な理由なく期限の利益を喪失させるなどして繰上弁済を

させるなどにより、事後的に返済期間が１００日未満となっている場合には、出資法違反と

なる場合があること。 

  

（５）旧出資法附則第９項第３号において、日賦貸金業者は返済期間の１００分の５０以上の日
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数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において自ら集金するよう定められて

いるが、取立て日数の割合の算定に当たっては、貸付けの相手方が貸金業者の営業所に自ら

返済金を持参し、それを受領したとしても取立て日数には算入されず、実際に相手方に訪問

した日数のみを算入するものであること。 

    なお、日賦貸金業者が集金のため相手方に訪問したものの集金できなかった場合には、帳

簿等に訪問日時が記載されているなど、集金のために訪問したことが客観的に明らかになっ

ている場合に限り、取立て日数に算入するものであること。 

   また、土・日・祝祭日など日賦貸金業者又は債務者の休日であっても、相手方に集金のた

め訪問しなかった場合には取立て日数の割合の算定には考慮されないこと。 

  

（６）数日分の返済金をまとめて前受けした場合、受領した金銭のうち１日当たり０．１５％の

割合により算出された旧出資法上の上限利息を超えた部分を元本に充当せず、利息として受

領した場合には、受領時点において出資法違反（高金利）となること。  

 

（７）いわゆる日賦償還表を法第１８条の受取証書としている場合（法第１８条第１項各号に掲

げる事項がもれなく記載されており、かつ、貸付けの相手方が当該償還表を保有している場

合に限る。）においては、返済金を前受けした場合や遅延損害金等を受領した場合など当初の

日賦償還表の償還スケジュールに変更があった場合には、当該日以降の償還表の記載事項の

変更を行うか、又は、当該日以降返済を受けた都度、法第１８条の受取証書を交付する必要

があること。 

   また、貸付けの相手方から、返済の都度、個別に受取証書を交付するよう請求があった場

合には、個別に受取証書を交付しなければならないこと。 

 

（８）日賦貸金業者が、完全施行後、新たな貸付けを行う場合、日賦の方法であっても、当該貸

付けに係る利息は貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号。以下「貸金業法」という。）第 12 条の

8 が適用されること。 

 

(注) 

1. 日賦貸金業者が完全施行後廃業し、新たな貸付けを行わず債権の回収のみを行う場合であっ

ても、引き続き特例金利に基づく利息を受領又は要求する場合には、日賦の方法によらなけれ

ばならず、上記(１)から(７)に留意する必要がある。 

 

2.  貸金業法第 8 条に基づく登録変更の届出により、日賦貸金業者から日賦貸金業者以外の貸

金業者への変更は可能であるが、この場合、完全施行前にした利息の契約に基づいて、特例金

利に基づき利息の受領又は要求することは、出資法違反（高金利）となる。 

 

(参考)旧出資法附則(抜粋) 

（日賦貸金業者についての特例） 

８  日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく

利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、当分の間、 同

項中 「29.2 パーセント」とあるのは、「54.75 パーセント」と、「29.28 パーセント」とあ

るのは、「54.9 パーセント」と、 「0.08 パーセント」とあるのは、「0.15 パーセント」と 

読み替えるものとし、附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。 

 

９ 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定す

る貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 

一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、内閣府令で定める小規模

のものを貸付けの相手方とすること。 



47 

二 返済期間が百日以上であること。 

三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所

又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。 

 

１０ 日賦貸金業者は、前項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならな

い。 

 

 

Ⅲ．貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点 

 

Ⅲ－１ 検査・監督事務に係る基本的考え方 

  貸金業者の検査・監督に当たっての基本的考え方は次のとおりである。 

 

（１）貸金業者に係る情報の積極的な収集 

貸金業者の検査・監督に当たっては、資金需要者等からの苦情等を含め、貸金業者の経営

に関する情報を的確に把握・分析し、必要に応じて、適時適切に検査・監督上の対応につな

げていくことが重要である。このため、県においては、貸金業者からの報告だけではなく、

資金需要者等から寄せられる苦情にも注意を払い、さらに協会や貸金業者との日頃からの十

分な意思疎通を通じて積極的に情報収集する必要がある。 

 

（２）貸金業者の自主的な努力の尊重 

監督当局は、私企業である貸金業者の自己責任原則に則った経営判断を、法令等に基づき

検証し、問題の改善を促していく立場にある。検査・監督に当たっては、このような立場を

十分に踏まえ、貸金業者の業務運営に関する自主的な努力を尊重するよう配慮しなければな

らない。 

 

（３）貸金業協会との連携及び非協会員に対する厳正な検査・監督 

協会は、国による認可と監督の下で、協会員に適用される自主規制規則の制定と、その遵

守を確保するための監査等を通じ、協会員の業務の適正性を確保することを責務としている。

このため、協会員に対して効率的で実効性ある検査・監督を行うためには、法に基づく検査・

監督責任は監督当局にあることに留意しつつ、協会との間で適切な役割分担と緊密な連携を

図る必要がある。一方、非協会員である貸金業者については、県が協会の自主規制規則の水

準に則した適切な社内規則等の制定を命ずるとともに、協会による監査が機能しないことに

留意して、検査及びヒアリングをより強化して業務実態の把握に努め、その業務の厳正な検

査・監督に当たる必要がある。 

 

（４）効率的・効果的な検査・監督事務の確保 

監督当局及び貸金業者の限られた資源を有効に利用する観点から、検査・監督事務は、貸

金業者の規模や特性を十分に踏まえ、効率的・効果的に行われる必要がある。したがって、

貸金業者に報告や資料提出等を求める場合には、検査・監督事務上、真に必要なものに限定

するよう配意するとともに、現在行っている検査・監督事務の必要性や方法等については常

に点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性・有効性の向上を図るよう努めなけれ

ばならない。 
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Ⅲ－１－１ 一般的な監督事務 

 

（１）貸金業者の実態把握 

県は、資金需要者等の利益の保護や貸金業者の業務の健全かつ適切な運営の確保のため、

以下に示すヒアリング等を通じ、貸金業者の業務の実態把握に努めるものとする。 

①  経営実態に関するヒアリング 

事業報告書、業務報告書からの情報に加え、必要に応じ、詳細な報告を求めた上で、貸

付けの動向、資金調達の状況、純資産の状況等について、深度あるヒアリングを行う。 

②  法令等遵守等に関するヒアリング 

県は、検査の指摘事項に対する改善報告などの各種報告や貸金業者に対する苦情等の状

況等から、貸金業者に対して、法令等遵守状況に関する深度あるヒアリングを行うものと

する。また、必要に応じ、経営管理態勢、内部管理態勢、内部監査態勢のヒアリングを行

うものとする。 

③  非営利特例対象法人である貸金業者へのヒアリング 

非営利特例対象法人である貸金業者については、これらの者が登録又は貸付けにあたり

特例措置の適用を受けている場合があることにかんがみ、貸付けの実態等について、定期

的にヒアリングを実施するものとする。 

④  随時のヒアリング 

貸金業者の業況の変化や貸金業者に対する利用者の姿勢の変化をはじめ、貸金業者の業

務の適正な運営に影響を及ぼしかねない事象が生じるなど、監督上の必要が認められる場

合には、随時ヒアリングを実施することとする。 

 

貸金業者の実態把握に当たっての留意点 

貸金業者に対するヒアリングの実施により、貸金業者が抱える経営実態や法令等遵守態勢

等の問題点を早期に把握し、当該問題点を踏まえ、貸金業者の自主的な改善を促すことも含

め行政上必要な対応の検討につながるよう十分配意するものとする。また、問題点がどのよ

うな背景や土壌から発生し、どのようなリスクを有しているかなど、問題の本質を探究する

ことにも留意するものとする。 

なお、県は、貸金業者の規模・特性、地域に与える影響等も踏まえ、その効率的・効果的

な実施に努めるものとする。 

 

（２）苦情対応等 

貸金業者に関する苦情等（違法又は不適切な行為に係る「苦情」、債務整理等に係る「相 

談」、登録の有無に係る「照会」、制度改正意見などの「要望」を含む。以下Ⅲにおいて同 

じ。）の対応については、資金需要者等の利益の保護の観点に立って対応するとともに、監 

督当局として、苦情等が貸金業者の法令等遵守状況、業務運営の適切性、内部管理態勢の有 

効性等を判断する重要な情報であるとの視点をもって対応する必要がある。 

なお、苦情等の申出人への対応においては、県は個別取引に関してあっせん等を行う立場

にないことを明確に説明するとともに、必要に応じ、指定ＡＤＲ機関、協会、弁護士会又は

警察等当該苦情等の内容から判断して適切と思われる機関を紹介するものとする。 

 

① 苦情対応等 

イ．苦情等の申出があったときは、苦情等の申出人から事情を聴取し、貸金業者（無登録 

業者を含む。）の違法又は不適切な行為に係る苦情等と認められた場合は、別紙様式１ 

による「貸金業関係苦情受付対応状況票」に所要の事項を記録するものとする。 

ロ．苦情等の対応に当たっては、法に基づく権限の範囲内において申出人に必要な助言を 

行うとともに、申出人が貸金業者への申出内容の提供を承諾している場合には、原則とし
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て、当該貸金業者に対し、その内容を連絡するものとする。 

ハ．財務局又は他の都道府県の登録業者に関する苦情等の申出を受けた場合は、申出人名や

具体的な申出内容の聴取に努めるとともに、申出内容に応じ、当該貸金業者の登録をした

財務局又は都道府県に対し、把握した苦情内容等必要事項を連絡するなど、相互に連携を

図るものとする。 

ただし、貸金業者から譲り受けた債権の取立てに係る苦情等の申出を受けた場合の連 

絡先は、以下のとおりとする。 

ａ．当該譲受人が貸金業者の場合 当該貸金業者の登録をした財務局又は都道府県 

ｂ．当該譲受人が上記ａ．以外の場合 当該譲受人に対する監督権限を有する都道府

県 

なお、当該申出に係る債権の譲受人が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務

大臣の許可を受けた債権回収会社であるときは、法務省に情報提供するものとする。 

ニ．無登録営業に係る苦情等を含め、犯罪の疑いのある旨の情報を入手した際は、明らかに

信憑性を欠くと認められる場合を除き、原則として情報入手先の同意を得た上で、当該情

報を捜査当局に提供するなど、捜査当局との連携に努めるものとする。 

ホ．都道府県・協会等から提供された無登録営業等に係る情報については、情報の内容に応

じ、都道府県・協会等と密接な連携の下、適切な対応を行うものとする。 

 

② 無登録業者への対応 

上記①ニ．における捜査当局との連携に当たり、無登録業者に関する情報を把握した場合

は、以下の対応を行うこととする。 

イ．富山県知事登録番号詐称業者への対応 

ａ．苦情等において、富山県知事登録番号を詐称する業者に関する情報を把握した場合は、

登録番号を詐称する業者に対して、直接、電話又は文書等により、実態把握に努めるとと

もに警告を行う。 

ｂ．財務局又は他の都道府県の登録番号を詐称する業者に関する情報を把握した場合、当

該詐称に係る財務局又は都道府県に情報提供を行うこととする。 

ｃ．いずれの登録か特定できない詐称業者に関する情報を把握した場合は、必要に応じ、

注意喚起のために必要な措置を行う。 

 

ロ．上記イ．のほか、特に、無登録業者による違法な貸付けや取立ての被害を内容とする苦

情等の申出を受けた場合は、富山県知事登録番号詐称の有無にかかわらず、早急に以下の

措置をとることとする。 

ａ．当該業者に対し、電話又は別紙様式２による文書照会等により、具体的な業務内容

等の実態把握に努める。 

ｂ．上記ａ．により電話等で調査した結果、当該業者が無登録で貸金業を営んでいる疑

いがあると判断される場合には、電話又は別紙様式３の文書等により警告を行う。 

なお、上記ａ．による照会に対する回答がなく、かつ、引き続き同種の苦情等を受

けるなど、当該業者が無登録で貸金業を営んでいる疑いがあると認められる場合も同

様の取扱いとする。 

 

ハ．上記イ．ロ．の場合において、預金口座の不正利用に関する情報（具体的には、当該口

座に返済資金の振込みを行うよう、指示がなされたとの情報等）が含まれ、情報入手先か

らの同意を得ている場合には、明らかに信ぴょう性を欠くと認められる場合を除き、当該

口座が開設されている銀行等の監督部局及び警察当局への情報提供を速やかに実施する

こととする。 

なお、当該情報に関しては、原則として、顕名情報とし、根拠となる請求書等とともに、

文書、ファックス又は電子メールにて受け付けるものとする。 
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（注）都道府県から提供を受けた場合についても、従前同様、上記の対応をしていくもの

とする。 

 

 

Ⅲ－１－２ 貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督 

非協会員に対する監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）非協会員の社内規則等については、「Ⅱ．貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項 

目の主な着眼点に加え、協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成・変更 

を命じることとする。なお、自主規制規則の水準に満たない内容等の社内規則等に係る承認 

申請があった場合、その理由等について法第24 条の6 の10 の規定に基づき報告を求め、当 

該非協会員の規模や特性を踏まえ、資金需要者等の利益の保護の観点から問題がないかどう 

か検証することとする。 

 

（２）非協会員については、協会による調査・監査が機能しないことに留意し、立入検査及びヒ 

アリングをより強化して業務実態の把握に努め、協会員との衡平性を確保した厳正な監督に 

あたるものとする。 

 

（３）非協会員について、資金需要者等の利益の保護の観点から問題が認められた場合、協会に 

よる改善指導が機能しないことに留意し、行政処分の内容を検討するものとする。 

 

（４）非協会員の広告については、Ⅱ－２－１４（２）⑤により取扱うものとする。 

 

 

Ⅲ－１－３ 業務提携を行う貸金業者等に対する効果的な監督のための監督当局間の連携 

貸金業者間で、あるいは貸金業者と貸金業者でない者との間で債権譲渡や保証等を通じ業務 

提携が行われている場合には、資金需要者等の利益の保護に問題が生じても、いずれかの業者 

のみを対象とする報告徴収では、問題点を正確に把握できず、適切に対処しえないおそれがあ 

る。このため、必要な場合には、業務提携先の貸金業者を監督する財務局や他の都道府県にも 

協力を求め、積極的に監督情報の共有や監督方法についての意見交換等を行うこととする。 

特に、貸金業者が人的、資本的に密接な関係にある貸金業者との間で実質的に分業体制を構築

しているような場合には、あらかじめ当該貸金業グループに係る監督情報の共有を行うなど、

緊密な連携を図るための態勢を確保することとする。 

 

 

Ⅲ－１－４ 貸金業協会との連携等 

協会は、貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって貸金業の健全な発展と資金需要者等 

の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資するため、自主規制規則の制定、協 

会員に対する法令等遵守状況等の調査・指導、資金需要者等からの苦情解決など、重要な役割 

を担っている。 

貸金業者の監督に当たっては、協会と適切な連携を図る必要があることから、以下に留意す

るものとする。 

 

（１）協会員である貸金業者に対して、効率的かつ実効性のある監督を行う観点から、協会が 

実施した協会員に対する調査、監査及び改善指導等について、随時、ヒアリングを行う。 

（２）必ずしも法令違反とはいえない軽微な事項のうち、協会が改善指導等を行う方が適当か 

つ効果的であると認められるものについては、協会と密接な連携のもと、県の監督権に留

意しつつ、協会による改善指導等を要請し、監査上の留意事項とするよう依頼することが
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できる。 

 

（３）協会が受け付けた苦情等及び苦情等処理状況並びに苦情等の動向等について、協会から 

定期的にヒアリング及び意見交換を行う。 

 

（４）非協会員を含めた貸金業者に対し、適切かつ効率的な監督を行う観点から、自主規制規 

則の制定、変更及び運用状況について、協会と密接に連携を図る。 

 

 

Ⅲ－２ 貸金業法等に係る諸手続 

 

Ⅲ－２－１ 登録の申請、届出書等の受理 

貸金業の登録の申請並びに変更及び登録簿の閲覧等の事務処理については、以下のとおり取 

り扱うものとする。 

 

（１）登録申請書、届出書の受理 

① 登録申請書並びに変更の届出書及び廃業等の届出書等の提出は、原則として、県に対し

て直接提出する。ただし、法第41 条の8 の規定に基づき、協会員について、協会が当該申

請書、届出書等の受理につき県に協力することとされている場合には、協会員においては、

協会富山県支部（以下「協会支部」という。）を通じて提出する。なお、非協会員におい

ても、自ら協会規定の諸経費を負担する場合には、協会支部を通じて提出する。 

また、施行規則第32 条第1 項に規定する「登録、指定、認可又は承認に関する申請がそ

の事務所に到達」した日とは、県が当該申請書を受理した日とする。なお、協会を経由せ

ずに、直接、県に登録申請書等の提出があった場合は、正式に受理をする前に書式、記載

事項及び添付書類等を慎重に点検し、明らかに不備がある場合は補正を求めるものとする。 

 

② 登録申請書及び変更の届出の受理に当たっては、次の事項に留意し、不適切な場合には 

その是正を求めるものとする。 

イ．資金需要者等に公的機関又は金融機関のごとき誤解を与え、取引の公正を害するおそ 

れのある商号又は名称を使用していないこと。 

ロ．２以上の商号又は名称を使用して、２以上の登録の申請をしていないこと。 

ハ．復代理店及び代理店の支店等の設置をしていないこと。 

ニ．代理店契約の内容について、次に掲げる事項を記載していること。 

ａ．貸金業法等を遵守する旨の文言 

ｂ．代理業務の範囲に関する事項 

ｃ．代理店手数料の決定及び支払に関する事項 

ｄ．代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項 

ｅ．営業用の施設及び設備の設置主体等 

 

③ 法第4 条第2 項第4 号に規定する「営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写 

し」については、次によるものとする。 

イ．営業所等（自動契約受付機及び現金自動設備を除く。）に係る登記事項証明書（登記 

事項証明書の徴収が困難な場合はそれに代わる書面）、地図及び見取図。 

ロ．非協会員については、上記イ．に加え、営業所等の写真及び営業所等を賃借する場合 

にあっては、所有者からの使用承諾書又は賃貸借契約書等（貸金業の営業所等として使 

用されることを承諾する旨の記載のあるもの） 

ハ．協会員については、登録申請者が設置する自動契約受付機及び店舗外現金自動設備（営 

業所等（現金自動設備を除く。）の同一敷地内（隣接地を含む。）以外に設置されるも 
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のをいう。以下同じ。）については、施行規則別紙様式第１号「１０ 営業所等の名称及

び所在地」（第４面）をもって所在地を証する書面とすることができる。 

 

④ 法人であって、施行規則第4 条第3 項第9 号に規定するものを有しない者に対する同項 

第8 号に規定する「貸借対照表又はこれに代わる書面」の内容の確認又は個人に対する同 

項第10 号に規定する「財産に関する調書」（以下「財産調書」という。）の内容の確認に 

当たっては、必要に応じ、例えば、以下のような書面によるものとする。 

 

イ．預金が計上されている場合にあっては、取引先の金融機関が発行する残高証明書 

ロ．有価証券が計上されている場合にあっては、取引先の証券会社が発行する取引残高報 

告書 

ハ．土地又は建物が計上されている場合にあっては、市区町村が発行する固定資産評価証 

明書又は不動産鑑定士が作成した鑑定評価書の写し 

ニ．法人にあっては、法人税の確定申告書及び確定申告書に添付した貸借対照表の写し 

ホ．個人で青色申告している場合にあっては、所得税の確定申告書（所得税青色申告決算 

書及び収支内訳書を含む。）の写し 

 

⑤ 施行規則別紙様式第４号（記載上の注意）５の「算出日の適正な評価価格に基づき算出 

した価額」とは、土地及び建物の取得価額、固定資産評価証明書に記載された価額又は鑑 

定評価書に記載された価額とする。 

 

（２）登録の申請の審査 

① 適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等として記載することや、他人に 

成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登 

録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申 

請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者（法人の役員 

を含む。）や重要な使用人を県に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行

うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとする。 

 

② 法第6 条第1 項第11 号の「暴力団員等がその事業活動を支配する者」は、暴力団員等が 

自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼ 

している法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的 

に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものが含まれ、具体的 

には、次の事由を有する者がこれに該当すると考えられる。 

イ．暴力団員等の親族（事実上の婚姻関係にある者を含む。）又は暴力団若しくは暴力 

団員と密接な関係を有する者が、登録申請者（法人の役員を含む。）又は重要な使用 

人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有 

していること。 

ロ．暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わ 

ず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること又は売買、請負、委任その 

他の多額の有償契約を締結していること。 

 

③  申請者が法人である場合、法第6 条第1 項第14 号の財産的要件の審査に当たっては、

施行規則第4 条第3 項第9 号若しくはⅢ－２－１（１）④に規定する書類又は必要に応じ

て申請者に対するヒアリングにより、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従っ

て作成された貸借対照表に基づく純資産額であるかを確認するものとする。 

 

④ 申請者が個人である場合、法第6 条第1 項第14 号の財産的要件の審査に当たっては、前 
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年度の課税・所得証明等を確認することにより、一時的に資金等を取得することで登録を 

受けようとする者を排除するよう努めるものとする。 

 

⑤ 法第 6 条第 1 項第 14 号に規定する「資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとし

て内閣府令で定める事由がある者」のうち施行規則第 5 条の 6 及び第 5 条の 8 に規定する

者であるかどうかの審査に当っては、登録申請書及び同添付書類等をもとに、ヒアリング

及び実地調査等により検証するものとする。 

 

⑥ 法第6 条第1 項第15 号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備さ 

れていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付 

書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に以下の点に留意するものと 

する。 

 

イ．申請者の社内規則等は協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか。 

ロ．社内規則等及び事務ガイドラインⅡ－１（経営管理等）並びにⅡ－２（業務の適切

性）に掲げた主な着眼事項について、当該貸金業者の規模・特性等からみて、適切に 

対応するための態勢が整備されているか。 

特に、組織態勢の確認に当たっては、法令等遵守のための態勢を含め、相互牽制機 

能が有効に機能する内部管理部門の態勢（業容に応じて、内部監査態勢）が整備され 

ているか。 

ハ．営業所等に個人情報の保管のための適切な設備、資金需要者等からの苦情対応及び

帳簿の閲覧のための場所等が確保されるなど、当該貸金業者の規模･特性等に応じて、

貸金業の適正な業務運営を行うための必要かつ十分な設備が整っているか。 

ニ. 申請者が法人（人格のない社団又は財団を含む。）の場合、法人の定款又は寄付行

為等に法人の目的として貸金業を営むことが含まれているか。 

 

（注１）施行規則第 5 条の 7 第 1 項第 2 号の「常務に従事」しているかどうかは、貸金業
者の通常の業務執行の内容及び態様を基的に把握できるだけの実態が認められる
か否かで判断される。必ずしも「常勤」までは求められないが、例えば取締役会の
開催日だけ出勤している程度では常務に従事しているということはできない。 

（注２）施行規則第 5 条の 7 第 1 項第 3 号の「常勤」については、貸金業者の営業時間内
にその営業所または事務所に常時駐在することまでは求められないものの、当該貸
金業者の営業の実態及び社会通念に照らし、相応の勤務実態が必要である。 

 

ホ．施行規則第 5 条の 7 第 1 項第 2 号の規定に基づき、「常務に従事する役員のうちに

貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有する者であること」を審査するに当たって

は、必要に応じて、3 年以上従事した経験があることを客観的に明らかにできる資料

等の提出を受け、検証するものとする。 

 

⑦ 申請者がパチンコその他設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営

業を兼業している場合は、以下の適切な措置が講じられているか。 

イ．兼業する業務を営む当該営業所の同一敷地内に貸金業の店舗、自動契約受付機又は現

金自動設備を設置していないこと。 

ロ．兼業する業務を営む当該営業所の利用者を対象とした貸付けの勧誘又は広告を行わな

いこと。 

 

⑧ 登録申請時において協会に加入する予定がない者に対しては、法第24 条の6 の12 の規

定に関し、以下の事項を通知して周知するとともに適切な対応を求めることとする。 

イ．協会の定款、業務規程その他の規則を考慮した社内規則等が整備されている必要があ
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ること。 

ロ．協会の業務規程等の変更があった場合、知事から社内規則等の作成又は変更を命ぜら

れること。 

ハ．社内規則等の作成又は変更を命ぜられた場合には、30 日以内に当該社内規則等の作 

成又は変更を行い、知事の承認を受ける必要があること。 

ニ．社内規則等の変更又は廃止をしようとする場合、知事の承認を受ける必要があること。

ホ．協会による調査、監査及び改善指導等が機能しないことを考慮し、県が直接、業務の 

 実態把握や指導等を行うこと。 

 

（３）登録の申請の処理 

① 施行規則第4 条の2 第2 項の規定による登録済通知書については、次により取扱うもの 

とする。 

イ．登録済通知書の交付は、原則として、県から直接行う。ただし、法第41 条の8の規定

に基づき、協会員について、協会が当該通知書の交付につき県に協力することとされて

いる場合には、協会員においては、協会支部を通じて行う。なお、非協会員においても、

自ら協会規定の諸経費を負担した場合には、協会支部を通じて行う。 

ロ．登録番号は、知事ごとに決裁を終了した順で00001 号から一連番号とすること。 

ハ．登録番号の（ ）書きには、登録の回数を記入すること。ただし、完全施行前の出資の

受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（昭和58 年法

律第33 号、以下「出資法」という。）附則第9 項に規定する日賦貸金業者における登録

番号については、（ ）内に「Ｎ」の文字及びその次に登録回数を記入すること。また、

施行規則第26 条の29 の2 の規定に基づき、別紙様式第8 号の2 又は第8 号の3 により

事業報告書を提出しなければならない非営利特例対象法人である貸金業者の登録番号

については、（ ）内に「Ｔ」の文字及びその次に登録回数を記入すること（なお、登録

番号の（ ）書きに「Ｔ」の文字の記入のある非営利特例対象法人である貸金業者から、

施行規則第26 条の25 の2 に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとして、法

第24 条の6 の2 により届出がなされた場合であって、かつ当該非営利特例対象法人で

ある貸金業者が施行規則第26 条の29 の2 の規定の適用を受けないこととなった場合

には、当該「Ｔ」の文字を削除すること）。 

ニ．登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。 

 

② 施行規則第4 条の3 第1 項の規定による登録拒否通知書については、拒否の理由に該当 

する法第6 条第1 項各号のうちで該当する号の番号又は登録申請書等の重要な事項の虚偽 

の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするも 

のとする。 

 

③ 登録の更新を拒否した場合又は登録申請書を受け付けた後に登録申請者から当該登録申 

請書の取下げがあった場合は、登録更新手数料の返還を要しない。 

 

④ 施行規則第6 条の規定に基づき、貸金業者から登録換えの申請書等の提出があった場合 

には、次により取扱うものとする。 

イ．当該申請等を受けたときは、別紙様式４により作成した意見書、従前の登録申請書 

の写し及び当該申請の直前に行った検査の報告書の写し等を添付して新たな登録に係 

る財務局長又は都道府県知事に送付するものとする。 

ロ．施行規則第6 条第2 項に基づく登録換通知書を受領したときは、当該貸金業者の登 

録を抹消するものとする。 

 

（４）変更届出の処理等 
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法第 8 条の規定に基づく登録変更の届出により、完全施行前の出資法（以下「旧出資法」

という。）に規定する日賦貸金業者から日賦貸金業者以外の貸金業者への変更は可能であるが、

この場合、完全施行後に貸付けを行う場合には、当該貸付けに係る金利は法第 12 条の 8 が

適用される。 

また、完全施行前にした利息の契約によって旧出資法の上限金利の特例による金利に基づ

き利息の受領又は要求することは、出資法違反（高金利）となることに留意するものとする。 

 

（５）相続人による登録申請の処理 

貸金業者が死亡した場合において、法第10 条第3 項の規定により、相続人が被相続人の死 

亡後６０日間の期間内に登録の申請をしたときの登録番号は、その商号又は名称に変更がな 

いときに限り従前の番号とするものとする。ただし、登録回数は、(1)とするものとする。 

 

（６）登録証明書の発行 

登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理 

由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式６による貸金業者登録証明を 

行うものとする。ただし、登録申請書類が保存年限を経過していることにより破棄されてい 

る場合については、この限りでない。 

 

（７）貸金業者登録簿の閲覧 

施行規則第9 条の規定に基づく貸金業者登録簿の閲覧については、富山県貸金業法施行規 

則（昭和58年10月31日規則第51号）第3条の規定により取り扱うものとする。 

 

（８）廃業等届出書の添付書類 

法第 10 条第 1 項の規定による届出をしようとする者は、施行規則第 10 条第 1 項各号に掲

げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付するほか、登録済通知書を添付するものとする。 

  

 

Ⅲ－２－２ 登録等に関する意見聴取 

法第44 条の2 の規定に基づく、登録等に関する意見聴取については、以下のとおり取扱うも 

のとする。 

 

Ⅲ－２－２－１ 登録に関する意見聴取 

法第5 条第1 項の規定による登録（更新を含む。）について、法第44 条の2 第1 項の県警察

本部長（以下「警察本部長」という。）の意見を聴取するときは、次により取扱うものとする。 

（１）警察本部長への意見聴取は、次の各号に掲げるものをそれぞれ当該各号に掲げるところに

より、県警察本部（以下「警察本部」という。）暴力団対策主管課に送付することにより行

うものとする。 

① 別紙様式７により作成した文書   郵送等による送付 

 

② 登録申請書（施行規則別紙様式第１号に係る部分に限る。）の写し   郵送等による

送付（①の文書に添付するものとする。） 

 

③ 施行規則別紙様式第３号の２（記載上の注意）４により作成されたＣＳＶ形式（エクセ

ル等 ）の電磁的記録   電子メールの送信（フロッピーディスク、電子メール等におい

ては、①の文書の文書番号のほか、法第3 条の登録を受けようとする者の商号、名称又は

氏名を明らかにするものとする。） 

 

（２）（１）③の電磁的記録は、施行規則別紙様式第３号の２（記載上の注意）４により、法第 
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4 条の規定による登録申請者が作成したものがあるときは、これに代えることができる。 

 

（３）該当する事由の有無については、別紙様式８又は９により、警察本部長から文書で、意見

が陳述される。なお、当該意見に関する問合せがある場合は、貸金業担当部局から警察本部

暴力団対策主管課に対して問い合わせるものとする。 

 

（４）意見陳述がなされた場合にあっては、県は、概ね３か月ごとに別紙様式１０により登録又

は登録拒否の結果を警察本部暴力団対策主管課に通知するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－２－２ 変更登録に関する意見聴取 

法第8 条第2 項の変更登録について、法第44 条の2 第1 項の警察本部長の意見を聴取すると 

きは、Ⅲ－２－２－１の例により行うものとする。 

 

 

Ⅲ－２－２－３ 処分又は登録の取消しに関する意見聴取 

法第24 条の6 の4 の規定による命令又は同条第１項若しくは第24 条の6 の5 第１項の規定 

による登録の取消しについて、法第44 条の2 第3 項の警察本部長の意見を聴取するときは、次 

により取り扱うものとする。 

 

（１）法第44 条の2 第3 項の意見聴取は、貸金業者（法人の役員を含む。）又は貸金業の業務に 

従事する使用人その他の従業者のうちに、同条第1 項の意見陳述事由（以下単に「意見陳述

事由」という。）又は同条第3 項の意見陳述事実（以下単に「意見陳述事実」という。）に

係る者（以下「照会対象者」という。）に該当する者がいるおそれがある場合に行うものと

する。 

 

（２）警察本部長への意見聴取は、次の各号に掲げるものをそれぞれ当該各号に掲げるところに 

より、警察本部長に送付することにより行うものとする。 

① 別紙様式１１により作成した文書   郵送等による送付 

② 登録申請書（施行規則別紙様式第１号に係る部分に限る。）の写し   郵送等による送

付（①の文書に添付するものとする。） 

③ 施行規則別紙様式第３号の２（記載上の注意）４により、照会対象者について、ＣＳＶ 

形式（エクセル等）で作成された電磁的記録   電子メールの送信（フロッピーディスク、 

電子メール等においては、①の文書の文書番号のほか、貸金業者の商号、名称又は氏名を 

明らかにするものとする。） 

 

（３）県は、（２）①から③までに掲げるものを、次の各号に掲げる事項に応じて、それぞれ当

該各号に掲げる警察本部担当課に送付するものとする。 

① 意見陳述事由に係るもの    暴力団対策主管課 

② 意見陳述事実に係るもの    生活経済主管課 

 

（４）警察本部長からは、該当する事由又は事実の有無について、別紙様式１２、１３又は１４

により、文書で意見が陳述される。 

 

（５）県は、意見陳述事由又は意見陳述事実があることを理由として、法第24 条の6 の4又は法

第24 条の6 の5 の登録の取消しを行うときは、必要に応じ、警察本部に対して、聴聞時にお

ける警察官の同席を求めることができる。 

（６）意見陳述がなされた場合にあっては、県は、別紙様式１５により法第24 条の6 の4 又は法
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第24 条の6 の5 の規定により命令又は登録の取消しをした結果をその都度警察本部暴力団

対策主管課及び生活経済主管課に通知するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－２－４ 警察本部長等からの意見 

（１）法第44 条の3 の警察本部長からの意見は、別紙様式１６又は１７により行われる。 

 

（２）意見陳述がなされた場合にあっては、県は、別紙様式１５により法第24 条の6 の4 又は法

第24 条の6 の5 の規定により命令又は登録の取消しをした結果をその都度警察本部暴力団

対策主管課及び生活経済主管課に通知するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－３ 登録不更新等の取扱い 

（１）貸金業者が登録の有効期間満了の日の２月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場 

合は、法第24 条の6 の10 の規定に基づき、別紙様式１８による残貸付債権の状況等に係る 

報告（以下「登録不更新に係る残貸付債権状況報告書」という。）を求めるものとする。ま 

た、法第24 条の6 の4 又は法第24 条の6 の5 により登録を取り消す場合についても、当該 

報告を求めるものとする。 

 

（２）登録不更新に係る残貸付債権状況報告書の提出があったときは、同報告書「１．残貸付債 

権の状況及び債権回収方針」中の「残貸付債権」合計額が「うち施行令第１条の２第６号 

該当」合計額と等しい場合を除き、法第24 条の6 の10 の規定に基づき、当該貸金業者が締 

結した貸付けの契約に基づく取引の全てが結了する場合（残貸付債権合計額が施行令第１条 

の２第６号に該当する債権合計額と等しくなる場合を含む。）及びそれまでの間に連絡先若 

しくは氏名・商号等又は取立委託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合には遅滞なくその 

旨報告することを命ずるとともに、当該貸金業者に対し、次の内容の書面を交付するものと 

する。 

① 法第43 条に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的 

の範囲内において、なお貸金業者とみなされ、法令が適用されること。 

② 顧客名簿等の資金需要者等の個人情報について、違法業者等に売却又は譲渡することは、 

厳に控えること。 

③ 貸金業者が貸付債権の譲渡を行う場合は、法第24 条第3 項（暴力団員等への譲渡、委託

の禁止）が適用されるほか、当該譲受人には法第12 条の7、第16 条の2 第3 項及び第4 項、

第16 条の3、第17 条（第6 項を除く）、第18 条から第22 条まで、第24 条第1 項（再譲渡

先に対する適用法令通知義務）、第24 条の6 の10 が適用される旨を当該譲受人に対して通

知する義務（第24 条第1 項）が生じること。また、あわせて、これらに違反した場合は刑

事罰の適用がある旨を通知すること。 

 

（３）上記（１）の報告書等により債権譲渡等に係る情報を確認した場合は、当該情報を譲受人 

に対して監督権限を有する財務局又は都道府県に提供するものとする。 

 

Ⅲ－２－４ 財産的要件を満たさない場合の対応 

登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回った貸金業者については、法第 24 条の 6 の 4

第 1 項第 1 号の規定により登録取消処分の対象となることを踏まえて、以下の対応を行なうこ

ととする。 

①  貸金業者から法第 24 条の 6 の 9 の規定に基づき、事業報告書の提出があったときは、

施行規則第 26 条の 29 第 3 項に基づく参考資料により純資産額を確認し、財産的要件を

満たしていない貸金業者については、以下の内容について、法第 24 条の 6 の 10 に基づ



58 

く報告を求めるものとする。 

イ．純資産額（最終事業年度の末日後に、増減資や贈与等があればその額を反映した額） 

ロ．上記純資産額の算出根拠 

ハ．財産的要件を満たしていない場合は、「純資産額を回復させる計画」 

※ 一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、上記イの純資産額の妥当性に

関して疑義が認められる場合は、貸金業者の見解及び算出根拠等について報告を求

めるものとする。 

②  上記①の報告があった場合は、報告内容の妥当性について検証を行なうこととする。 

特に、「純資産額を回復させる計画」については、計画の実現可能性について十分に検

証を行うこととする。検証の結果、純資産額を速やかに、かつ、確実に回復させる計画と

認められる場合は、処分を保留し、ヒアリング又は報告徴収により計画の実施状況をフォ

ローアップすることとする。 

③  検証の結果、財産的要件を満たす実現可能性のない貸金業者（廃業の場合を除く）につ

いては、法第 24 条の 6 の 4 に基づき登録取消処分を行なうこととする。 

④  財産的要件を満たさない貸金業者から法第 24 条の 6 の 2 に基づく届出があった場合は、

上記①～③と同様の対応を行なうこととする。ただし、届出の添付書類（規則第 26 条の

27 第 2 号）により上記①イ・ロについて確認できる場合は、ハ「純資産額を回復させる

計画」についてのみ報告徴求することも可能とする。 

 

 

Ⅲ－２－５ 事業報告書に係る留意点 

（１）施行規則別紙様式第８号、第８号の２及び第８号の３に規定する事業報告書を処理する場

合には、以下の点に留意するものとする。 

① 「貸金業務の概要」欄に海外進出状況や海外での活動等が記載されている場合は、必要に

応じてヒアリングを実施するなど、その実態を把握するものとする。また、あわせて現地

での監督規制やその他参考となる資料を可能な限り収集するものとする。 

② 「社内規則等の整備及び改正状況」欄については、登録申請後の貸金業者の社内規則等の

改正状況について確認することとし、特に、非協会員について協会の自主規制規則を考慮 

した内容となっているか確認するものとする。 

③ 「従業者に対する研修の実施状況」及び「内部監査の実施状況」欄については、県の検査

において不適切な取扱い等の指摘を受けた貸金業者や業務改善命令等の処分を受けている

貸金業者の場合、研修及び内部監査の実施目的・重点事項等が、県の指摘等の内容に照ら

し、合理的なものとなっているか検証するものとする。 

Ⅱ－１（１）⑥に基づき、内部監査において、自己検証を行っている貸金業者について

は、適切な自己検証が行われているか添付された自己検証の記録で確認するものとする。 

 

（２）事業報告書の送付 

貸金業者から法第24 条の6 の9 の規定に基づき事業報告書及び参考書類を提出させる場
合、原則として、県に直接提出させる。ただし、法第41 条の8 の規定に基づき、協会員に
ついて、協会が当該報告書及び参考書類の受理につき県に協力することとされている場合に
は、協会員においては協会支部を通じて提出させる。また、非協会員においても、自ら協会
規定の諸経費を負担する場合には、協会支部を通じて提出させる。 

法第43条に規定するみなし貸金業者については、Ⅲ－２－３（１）に規定するときであっ 

て登録不更新に係る残貸付債権状況報告書「１．残貸付債権の状況及び債権回収方針」中の 

「残貸付債権」合計額が「うち施行令第１条の２第６号該当」合計額と等しいとき、又はⅢ 

－２－８（１）に規定するときであって法第10 条第１項の規定による届出（以下「廃業等届 

出書」という。）「２．残貸付債権の状況及び債権回収方針」中の「残貸付債権」合計額が 

「うち施行令第１条の２第６号該当」合計額と等しいときを除き、以下のとおり取り扱うも 
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のとする。 

① 事業報告書の提出に代えて法第24条の6の10の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸

付けの契約に基づく取引の全てが結了する（残貸付債権合計額が施行令第１条の２第６号

に該当する債権合計額と等しくなる場合を含む。）まで、毎事業年度末における残貸付債

権の状況(別紙様式１８－２)の提出（事業年度経過後３月以内に徴収するものとする）を

命ずるものとする。 

② 当該報告書により債権譲渡等に係る情報を確認した場合は、当該情報を譲受人に対して
監督権限を有する財務局又は都道府県に提供するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－６ 業務報告書の徴収 

（１）貸金業者に対して、法第24 条の6 の10 の規定に基づき、毎年3月末における業務報告書 

を別紙様式24により毎年5月末までに徴収するものとする。 

なお、貸金業者が施行規則第 1 条の 2 の 4 第 2 項に定める特定非営利金融法人である場

合、同規則第 5 条の 6 第 1 項の規定により法第 6 条第 1 項第 14 号に規定する内閣府令で定

める事由があると認められて法第 3 条第 1 項の登録を受けている場合又は同規則第 5条の 8 

第 1 項の規定により同規則第 5 条の 7 第 1 項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて

法第 3 条第 1 項の登録を受けている場合にあっては、法第 24 条の 6 の 10 の規定に基づき、

毎年 3 月末における業務報告書を別紙様式 24-2 により毎年 5 月末までに徴収するものとす

る。 

 

（２）業務報告書は、原則として、県に直接提出する。ただし、法第41 条の8 の規定に基づき、

協会員について、協会が当該報告書の受理につき県に協力することとされている場合には、

協会員においては、協会支部を通じて提出する。また、非協会員においても、自ら協会規定

の諸経費を負担する場合には、協会支部を通じて提出する。 

 

 

Ⅲ－２－７ 非協会員に対する広告の写し等の徴収 

非協会員に対しては、法第24 条の6 の10 の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に 

出稿した広告等（Ⅱ－２－１４（２）②の「広告」及び③の「勧誘」をいう。）の写し又はそ 

の内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－８ 廃業等の取扱い 

（１）廃業等届出書の提出があったときは、同届出書「２．残貸付債権の状況及び債権回収方針」

中の「残貸付債権」合計額が「うち施行令第１条の２第６号該当」合計額と等しい場合を除

き、法第24 条の6 の10 の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取

引の全てが結了する場合（残貸付債権合計額が施行令第１条の２第６号に該当する債権合計

額と等しくなる場合を含む。）及びそれまでの間に連絡先若しくは氏名・商号等又は取立委

託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合には遅滞なくその旨報告することを命ずるととも

に、当該貸金業者に対し、次の内容の書面を交付するものとする。 

①  法第43 条に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的 

の範囲内において、なお貸金業者とみなされ、法令が適用されること。 

②  顧客名簿等の資金需要者等の個人情報について、違法業者等に売却又は譲渡することは、 

厳に控えること。 

③  貸金業者が貸付債権の譲渡を行う場合は、法第24 条第3 項（暴力団員等への譲渡、委託 

の禁止）が適用されるほか、当該譲受人には法第12 条の7、第16 条の2第3 項及び第4 項、

第16 条の3、第17 条（第6 項を除く）、第18 条から第22 条まで、第24 条第1 項（再譲渡
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先に対する適用法令通知義務）、第24 条の6 の10 が適用される旨を当該譲受人に対して通

知する義務（第24 条第1 項）が生じること。また、あわせて、これらに違反した場合は刑

事罰の適用がある旨を通知すること。 

 

（２）廃業等届出書及び施行規則第26 条の25 第1 項第3 号に規定する債権譲渡届出書等により 

債権譲渡等に係る情報を確認した場合は、当該情報を譲受人に対して監督権限を有する財務 

局又は都道府県に提供するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－９ 債権譲渡届出書等の取扱い 

施行規則第26 条の25 第1 項第3 号に規定する債権譲渡届出書を受理した場合は、譲受人に

対して監督権限を有する財務局又は都道府県に届出書（写）を送付するものとする。 

 

 

Ⅲ－２－１０ 貸金業者が提出する報告書における記載上の留意点  

様式編における氏名の記載については、法令の手続に従い、登録申請書又は変更届出書に婚

姻前の氏名を併せて記載して提出した者の場合は、婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載するか、

又は氏名に代えて婚姻前の氏名を記載することができることに留意する。 

 

 

Ⅲ－３ 行政指導等を行う際の留意点等 

 

Ⅲ－３－１ 行政指導等を行う際の留意点等 

貸金業者に対して、行政指導等（行政指導等とは行政手続法（平成5 年法律第88 号）第2条

第6 号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助

言等の行為を含む。）を行うに当たっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものと

する。特に行政指導を行う際には、以下の点に留意する。 

（１）一般原則（行政手続法第32 条） 

①  行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されているか。 

例えば、以下の点に留意する。 

イ．行政指導の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を得ている 

か。 

ロ．相手方が行政指導に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわらず、行 

政指導を継続していないか。 

 

②  相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいないか。 

イ．行政指導に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することにより経済 

的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような状況の下では、 

「不利益な取扱い」に当たる場合があることに留意する。 

ロ．行政指導を行う段階においては処分権限を行使するか否かは明確でなくても、行政指 

導を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限を行使すること 

がありうる場合に、そのことを示して行政指導をすること自体を否定するものではない。 

 

（２）申請に関連する行政指導（行政手続法第33 条） 

申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続 

すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。 

①  申請者が、明示的に行政指導に従わない旨の意思表示をしていない場合であっても、行

政指導の経緯や周囲の客観情勢の変化等を勘案し、行政指導の相手方に拒否の意思表示がな
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いかどうかを判断する。 

 

②  申請者が行政指導に対応している場合でも、申請に対する判断・応答が留保されること

についても任意に同意しているとは必ずしもいえないことに留意する。 

 

③  例えば、以下の点に留意する。 

イ．申請者が行政指導に従わざるを得ないようにさせ、申請者の権利の行使を妨げるよう

なことをしていないか。 

ロ．申請者が行政指導に従わない旨の意思表明を明確には行っていない場合、行政指導を

行っていることを理由に申請に対する審査・応答を留保していないか。 

ハ.申請者が行政指導に従わない意思を表明した場合には、行政指導を中止し、申請に対し、

速やかに適切な対応をしているか。 

 

（３）許認可等の権限に関連する行政指導（行政手続法第34 条） 

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができない場合 

又は行使する意思がない場合にもかかわらず、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことに 

より相手方に当該行政指導に従う事を余儀なくさせていないか。 

例えば、以下の点に留意する。 

①  許認可等の拒否処分をすることができないにもかかわらず、できる旨を示して一定の作 

為又は不作為を求めていないか。 

 

②  行政指導に従わなければすぐにでも権限を行使することを示唆したり、何らかの不利益 

な取扱いを行ったりすることを暗示するなど、相手方が行政指導に従わざるを得ないよう 

に仕向けてはいないか。 

 

（４）行政指導の方式（行政手続法第35 条） 

①  行政指導を行う際には、相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に 

示しているか。 

例えば、以下の点に留意する。 

イ．相手方に対して求める作為又は不作為の内容を明確にしているか。 

ロ．当該行政指導をどの担当者の責任において行うものであるかを示しているか。 

ハ．個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。 

ニ．個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について 

理解を得るため、その趣旨を伝えているか。 

 

②  行政指導について、相手方から、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面 

の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付している 

か（但し、行政手続法第35 条第3 項各号に該当する場合を除く。） 

イ．書面の交付を求められた場合には、できるだけ速やかに交付することが必要である。 

ロ．書面交付を拒みうる「行政上の特別の支障」がある場合とは、書面が作成者の意図と 

無関係に利用、解釈されること等により行政目的が達成できなくなる場合など、その行 

政指導の趣旨及び内容並びに責任者を書面で示すことが行政運営上著しい支障を生じさ 

せる場合をいう。 

ハ．単に処理件数が大量であるだけの場合や単に迅速に行う必要がある場合であることを 

もって、「行政上特別の支障」がある場合に該当するとはいえないことに留意する。 

 

 

Ⅲ－３－２ 面談等を行う際の留意点 
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職員が、貸金業者の役職員と面談等（面談、電話、電子メール、ファックス等によるやりと 

りをいう。以下同じ。）を行うに際しては、下記の事項に留意するものとする。 

（１）面談等に参加する職員は、常に綱紀及び品位を保持し、穏健冷静な態度で臨んでいるか。 

（２）面談等の目的、相手方の氏名・所属等を確認しているか。 

（３）面談等の方法、面談等を行う場所、時間帯、参加している職員及び相手方が、面談等の目 

的・内容からみてふさわしいものとなっているか。 

（４）面談等の内容・結果について双方の認識が一致するよう、必要に応じ確認しているか。特 

に、面談等の内容・結果が守秘義務の対象となる場合には、そのことが当事者双方にとって 

明確となっているか。 

（５）面談等の内容が上司の判断を仰ぐ必要のある場合において、状況に応じあらかじめ上司の 

判断を仰ぎ、又は事後にすみやかに報告しているか。また、同様の事案について複数の相手 

方と個別に面談等を行う場合には、行政の対応の統一性・透明性に配慮しているか。 

 

 

Ⅲ－４ 行政処分を行う際の留意点 

 

Ⅲ－４－１ 行政処分の基準 

県が行う主要な不利益処分（行政手続法第2 条第4 号にいう不利益処分をいう。以下同じ。）

としては、①法第24 条の6 の3 に基づく業務改善命令、②法第24 条の6 の4 に基づく業務停

止命令、③法第24 条の6 の4 に基づく登録取消し等があるが、これらの発動に関する基本的な

事務の流れを例示すれば、以下のとおりである。 

 

（１）法第24 条の6 の10 に基づく報告徴収命令 

①  立入検査やヒアリング、不祥事件届出などを通じて、法令等遵守態勢、経営管理（ガバ

ナンス）態勢等に問題があると認められる場合においては、法第24 条の6 の10 第１項に

基づき、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認めら

れる事項について、報告を求めることとする。 

②  報告を検証した結果、さらに精査する必要があると認められる場合においては、法第24 

条の6 の10 第１項に基づき、追加報告を求めることとする。 

 

（２）法第24 条の6 の10 第１項に基づき報告された改善・対応策のフォローアップ 

①  上記報告を検証した結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が発生しておら 

ず、かつ、貸金業者の自主的な改善への取組みを求めることが可能な場合においては、任 

意のヒアリング等を通じて上記（１）において報告された改善・対応策のフォローアップ 

を行うこととする。 

②  必要があれば、法第24 条の6 の10 第１項に基づき、定期的なフォローアップ報告を求 

める。 

 

（３）法第24 条の6 の3 又は法第24 条の6 の4 に基づく業務改善命令、業務停止命令、登録取 

消し等検査結果やヒアリング結果等への対応として、報告内容（追加報告を含む。） 

を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し重大な問題が認められる場合等において 

は、以下①から③に掲げる要素を勘案するとともに、他に考慮すべき要素がないかどうかを 

吟味した上で、 

・ 改善に向けた取組みを貸金業者の自主性に委ねることが適当かどうか、 

・ 改善に相当の取組みを要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があるか、 

・ 業務を継続させることが適当かどうか、 

等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定することとする。 
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①  当該行為の重大性・悪質性 

イ．公益侵害の程度 

貸金業者が、貸金市場に対する信頼性を大きく損なうなど公益を著しく侵害していな 

いか。 

ロ．被害の程度 

広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害 

がどの程度深刻か。 

ハ．行為自体の悪質性 

例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き、違法な督 

促を続けるなど、貸金業者の行為が悪質であったか。 

 

二．当該行為が行われた期間や反復性 

当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反復・継続し 

て行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことが 

あるか。 

ホ．故意性の有無 

当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるも 

のか 

へ．組織性の有無 

当該行為が現場の営業担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっ 

ていたのか。更に経営陣の関与があったのか。 

ト．隠蔽の有無 

問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なも 

のであったか。 

チ．反社会的勢力との関与の有無 

反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。 

 

②  当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性 

イ．経営陣の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。 

ロ．内部監査部門の体勢は十分か、また適切に機能しているか。 

ハ．業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされてい 

るか。 

 

③  軽減事由 

以上①及び②の他に、行政による対応に先行して、貸金業者が自主的に資金需要者等の 

利益の保護のために所要の対応に取り組んでいる等、といった軽減事由があるか。 

 

（４）標準処理期間 

法第24 条の6 の3、法第24 条の6 の4 又は法第24 条の6 の5 に基づき監督上の処分を命 

ずる場合には、上記（１）の報告書又は不祥事件届出(法第24 条の6 の10 に基づく報告徴収 

を行った場合は、当該報告書)を受理したときから、原則として概ね１か月以内を目途に行う

ものとする。 

（注１）「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。 

イ．複数回にわたって、法第24 条の6 の10 に基づき報告を求める場合（直近の報告書

を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。）には、最後の報告書

を受理したときを指すものとする。 

ロ．提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等（軽微なものは除く。）を求め

る場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。 
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（注２）弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。 

（注３）標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。 

 

（５）法第 24 条の 6 の 3 の規定に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解除 
法第 24 条の 6 の 3 の規定に基づき業務改善命令を発出する場合には、当該命令に基づく貸

金業者の業務改善に向けた取組みをフォローアップし、その改善努力を促すため、原則とし
て、当該貸金業者の提出する業務改善計画の履行状況の報告を求める。その際、以下の点に
留意するものとする。 
① 法第 24 条の 6 の 3 の規定に基づき業務改善命令を発出している貸金業者に対して、当該

業者の提出した業務改善計画の履行状況について、期限を定めて報告を求めている場合に
は、期限の到来により、当該貸金業者の報告義務は解除される。 

② 法第24条の6の3の規定に基づき業務改善命令を発出している貸金業者に対して、当該業

者の提出した業務改善計画の履行状況にいて、期限を定めることなく継続的に報告を求め

ている場合において、業務改善命令を発出する要因となった問題に関して、業務改善計画

に沿って十分な改善措置が講じられたと認められるときは、当該計画の履行状況の報告義

務を解除するものとする。その際、当該報告等により把握した改善への取組状況に基づき、

解除の是非を判断するものとする。 

 

 

Ⅲ－４－２ 行政手続法等との関係等 

（１）行政手続法との関係 

業務改善命令・業務停止命令の発出又は登録の取消し等の不利益処分を行おうとする場合 

には、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の機会の付与の手続きを適切に実施すること。 

また、いずれの場合においても、同法第14 条に基づき、処分の理由を示さなければならな 

いことに留意すること。 

 

（２）行政不服審査法との関係 

報告徴収命令、業務改善命令若しくは業務停止命令の発出又は登録を取り消す処分等をし 

ようとする場合には、行政不服審査法（昭和37 年法律第160 号）第5 条に基づく審査請求が

できる旨を書面で教示しなければならないことに留意する。 

 

（３）行政事件訴訟法との関係 

報告徴収命令、業務改善命令若しくは業務停止命令の発出又は登録を取り消す処分等をし 

ようとする場合には、行政事件訴訟法（昭和37 年法律第139 号）第8 条に基づく処分の取消 

しの訴えを提起することができる旨を書面で教示しなければならないことに留意する。 

 

 

Ⅲ－４－３ 意見交換制度 

不利益処分が行われる場合、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の機会の付与の手続きとは別 

に、貸金業者からの求めに応じ、監督当局と貸金業者との間で、複数のレベルにおける意見交 

換を行うことで、行おうとする処分の原因となる事実及びその重大性等についての認識の共有 

を図ることが有益である。 

法第24 条の6 の10 に基づく報告徴収に係るヒアリング等の過程において、自社に対して不 

利益処分が行われる可能性が高いと認識した貸金業者から、監督当局の幹部と当該貸金業者の 

幹部との間の意見交換の機会の設定を求められた場合（注）であって、監督当局が当該貸金業 

者に対して聴聞又は弁明の機会の付与を伴う不利益処分を行おうとするときは、緊急に処分す 

る必要がある場合を除き、聴聞の通知又は弁明の機会の付与の通知を行う前に、行おうとする 

不利益処分の原因となる事実及びその重大性等についての意見交換の機会を設けることとする。 

（注）貸金業者からの意見交換の機会の設定の求めは、監督当局が当該不利益処分の原因とな 
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る事実についての法第24 条の6 の10 に基づく報告書を受理したときから、聴聞の通知又 

は弁明の機会の付与の通知を行うまでの間になされるものに限る。 

 

 

Ⅲ－４－４ 営業所等の所在の確知 

法第24 条の6 の6 第1 項第1 号の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合に

は、法第24 条の6 の10 第1 項の規定に基づき、別紙様式20 による営業所等の所在報告書、営

業所等の所在地を証する書面又はその写し等又は営業所等の地図等の報告を求めるものとする。 

 

 

Ⅲ－４－５ 不利益処分の公表に関する考え方 

（１）法第24 条の6 の8 の規定に基づき不利益処分の公告を行う場合は、次の事項を掲載するも 

のとする。 

① 商号又は名称 

② 代表者の氏名 

③ 主たる営業所等の所在地 

④ 登録番号 

⑤ 登録年月日 

⑥ 処分の年月日 

⑦ 処分の内容 

 

（２）業務改善命令等の不利益処分については、他の貸金業者における予測可能性を高め、同様

の事案の発生を抑制する観点から、公表により対象貸金業者の経営改善に支障が生ずるおそ

れのあるものを除き、処分の原因となった事実及び処分の内容等を公表することとする。 


